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プラットフォームサービスに関する研究会（第19回） 

 

１ 日時 令和２年７月２日（木）15時00分～17時00分 

２ 開催形式 総務省第１特別会議室(８階) 

３ 出席者 

（１） 構成員 

宍戸座長、新保座長代理、生貝構成員、大谷構成員、木村構成員、崎村構成員、 

手塚構成員、寺田構成員、松村構成員、宮内構成員、森構成員、山口構成員 

 

（２） ゲストスピーカー 

京都大学大学院 法学研究科 教授 曽我部 真裕 

（発信者情報開示の在り方に関する研究会座長） 

（３） オブザーバ 

（一社）セーファーインターネット協会 専務理事 吉田 奨 

（一社）ソーシャルメディア利用環境整備機構 専務理事 江口 清貴 

ヤフー株式会社 政策企画部 マネージャー 畠山 寬希 

Facebook Japan株式会社 執行役員 公共政策統括 小堀 恭志 

LINE株式会社 公共施策戦略チーム マネージャー 兼保 圭介 

Twitter Japan株式会社 公共政策本部長 服部 聡 

（一財）マルチメディア振興センター プロジェクト企画部長 武藤 聖 

違法・有害情報相談センター センター長 桑子 博行 

個人情報保護委員会事務局参事官 三原 祥二 

法務省人権擁護局参事官 中島 行雄 

（４） 総務省 

谷脇総務審議官、竹村電気通信事業部長、今川総合通信基盤局総務課長、大村料金

サービス課長、梅村消費者行政第一課長、中溝消費者行政第二課長、清水消費者行

政第二課企画官、中川消費者行政第二課課長補佐、大澤消費者行政第二課専門職 
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４ 議事 

（１） 開催の経緯（事務局） 

（２） 事業者団体ヒアリング（セーファーインターネット協会、ソーシャルメディア利用

環境整備機構） 

（３） 事業者ヒアリング（ヤフー、Facebook、Google、LINE、Twitter） 

（４） インターネット上の誹謗中傷への対応の在り方について（事務局） 

（５） 意見交換 

（６） その他 
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【宍戸座長】  本日は皆様、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうござ

います。 

 定刻でございますので、プラットフォームサービスに関する研究会第１９回会合を開催

させていただきます。 

 冒頭、カメラ撮りの御希望がございますので、少しお待ちください。 

【中川課長補佐】  それでは、会議冒頭カメラ撮りの報道関係者が退室いたしますので、

しばらくお待ちください。 

（マスコミ退室） 

【宍戸座長】  それでは、議事に入ります。 

 本研究会では、本年２月に最終報告書を取りまとめたところでございますが、したがっ

て、最終と言うんだから終わったんだと思っていましたが、昨今、インターネット、特に

ＳＮＳなどのプラットフォームサービス上における誹謗中傷に関する問題が深刻化してい

ます。こうしたことに関しまして、今般、事務局から、本研究会でも議論するということ

につき、御提案がありました。そこで、座長といたしまして、本日、皆様にお集まりいた

だくこととなった次第でございます。 

 構成員に変更はございませんが、今回の議事に関連して、「発信者情報開示の在り方に

関する研究会」において座長を務められておられます曽我部教授にはゲストとして、ウェ

ブ会議システムにて御参加をいただいております。ありがとうございます。 

 また、オブザーバとして、法務省人権擁護局、中島参事官、違法・有害情報相談センタ

ー、桑子センター長、そして、マルチメディア振興センター、武藤部長のお三方にも御参

加いただいております。 

 なお、本日、新保座長代理、生貝構成員は、ウェブ会議システムにより御参加をいただ

いているところです。 

 本日は、まず事務局から、これらの問題に関する背景や誹謗中傷を含めた違法・有害情

報に関する取組の大枠について御説明をいただいた後に、事業者団体２者及び国内外のプ

ラットフォーム事業者５者より、それぞれの取組についてヒアリングをさせていただきた

いと思います。 

 その後、質疑応答を挟みまして、今後の取組について議論するため、「インターネット

上の誹謗中傷への対応の在り方」について事務局から御説明をいただき、自由討議を行い

たいと思います。 
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 なお、一般社団法人セーファーインターネット協会の吉田専務理事、ヤフー株式会社の

畠山様、Ｆａｃｅｂｏｏｋ Ｊａｐａｎ株式会社の小堀様は、ウェブ会議システムにより

御参加をいただいております。 

 資料が大部でございますので、事務局から、資料の確認と、本日、ウェブ会議システム

を使用しております関係で、システムにおける注意点について、御説明をお願いいたしま

す。 

【中川課長補佐】  事務局の中川でございます。本日、会場にお配りしております、ま

た、ウェブページにも事前に掲載しております資料は、本体資料が１から５、参考資料に

ついても１から５までございます。過不足等あれば事務局までお申しつけください。 

 また、資料４につきましては、本日、御参加いただいておりますプラットフォーム事業

者５者様に、事前に取組状況について総務省からお伺いして、一定の様式に沿って回答を

いただいたものでございます。事前に総務省からお送りした質問内容は、参考１にござい

ます。また、参考資料２にまとめておりますのは、総務省から主な項目をまとめたもので

ございます。 

 本日の会合の傍聴者につきましては、ウェブ会議システムによる音声のみでの傍聴とさ

せていただいております。本日の構成員の方々、特にウェブで参加いただいているオブザ

ーバ、構成員の方々には、チャットつきで画面を表示しておりますが、こちらは傍聴者か

ら見えなくなっております。音声のみでの傍聴となっております。このため、構成員の

方々におかれましては、御発言に当たって、お名前を必ず冒頭に言及いただけますようお

願いいたします。 

 また、音声は、ふだんはミュートにしていただき、御発言され場合のみ、カメラ及びマ

イクをオンにしていただければと思います。 

 また、ウェブ会議にて御参加いただいております構成員の方々、また、事業者の方々に

は、御発言される際には、事前にチャット欄にて発言したい旨を書き込んでいただくよう

お願いいたします。それを宍戸座長が見た上で指名させていただきます。 

 なお、事前に事務局から御連絡させていただいておりますが、本日、ウェブ会議システ

ムの関係上、宍戸座長のチャット上のお名前が別のお名前になっておりますので、御承知

おきいただきますようお願いいたします。 

 また、本日、議事が大変多くなっておりますので、事務局のほうでタイムキープのベル

を導入しております。規定時間を経過いたしましたらベルを鳴らしますので、お話をまと
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めていただくようお願いいたします。 

 以上となります。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

 それでは、まず事務局より、本会合の開催の経緯等について御説明をお願いいたします。 

【中川課長補佐】  同じく事務局の中川でございます。資料１について御説明いたしま

す。 

 本資料では、ＳＮＳ上での誹謗中傷の現状や、本研究会を再開していただいた背景から

御説明し、これまでインターネット上の違法・有害情報対策について、官民においてどの

ような枠組みにおいて取組がなされてきたかという点と、最新の動向等についてまとめた

ものでございます。 

 １ページ目を御覧ください。２００１年のプロバイダ責任制限法の成立により、インタ

ーネットの違法・有害情報対策の基本的な枠組みが制定されましたが、それから２０年近

く経過し、インターネット上の情報環境は大きく変容しております。 

 上の図は、主なコミュニケーションサービスの開始時期を図示したものでございます。

下の図は、モバイル機器におけるインターネット利用の時間のグラフです。特にＳＮＳ等

のソーシャルメディアの利用時間が大きく伸びております。 

 ２ページ目、御覧ください。このページでは、インターネット上の違法・有害情報の記

述状況に関する状況を示しております。 

 まず総務省では、後に御紹介いたしますが、違法・有害情報に関する相談を受け付ける

違法・有害情報相談センターを運営しておりますが、その相談センターで受け付けた件数

というものは、平成２２年度と比較すると、約４倍程度に増加しており、近年は高止まり

傾向にございます。内訳としては、名誉毀損やプライバシー侵害が多数を占めております。 

 また、法務省の資料によりますと、インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯

事件の開始件数は、平成２９年に、現行統計開始以降、過去最高の件数を更新しており、

令和元年度は過去２番目に多い件数を記録しております。このように、インターネット上

の違法・有害情報の率は増加傾向にあることがうかがえます。 

 ３ページ目では、参考といたしまして、昨今のインターネット上の誹謗中傷の具体的事

例を掲載しております。あおり運転の事例や、芸能人への誹謗中傷の事例は、報道でも大

きく取り上げられたところでございます。 

 ４ページ目では、インターネット上の違法・有害情報に関する取組の大枠を図で示して
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おります。大きく分けて４つの取組に分類することができると考えております。左側が民

間、右側が国の取組となっており、官民が連携協働して取組を実施しております。 

 まず、ユーザに対する啓発活動、これを官民でそれぞれ行っております。 

 次に、事業者の自主的取組として、個社ごとの約款ポリシーにおいて、誹謗中傷等の書

込みは禁止事項とし、これに反する場合の削除等を実施しています。また、業界団体の対

応として、約款のモデルやガイドラインの作成を行っております。 

 右に移りまして、国による環境整備としては、後ほど御紹介するプロバイダ責任制限法

というものがございます。 

 最後に、官民でそれぞれ被害者の相談対応等も行っております。 

 ５ページ目では、インターネット上の違法・有害情報について、４つの分類を示してお

ります。 

 インターネット上の違法・有害情報は、「違法な情報」と、「違法ではないが有害な情

報」の大きく２つに分けられます。いわゆる誹謗中傷というものは、赤枠で囲ったように、

上の２つの情報、つまり、「違法な情報」と、「違法ではないが有害な情報」、その両者

にまたがるものと考えられます。 

 ６ページ目からは、ＩＣＴリテラシー向上の施策について紹介いたします。 

 まず、本日、オブザーバ参加いただいております、マルチメディア振興センター様が実

施主体のｅ－ネットキャラバンについて記載しております。学校現場を中心に２０１９年

度は、約５２万人が受講する出前講座というものを実施しております。 

 ７ページ目では、総務省のリテラシー向上施策の取組として、「インターネットトラブ

ル事例集」というものを御紹介いたします。主に、保護者や教職員に向けた教材を毎年、

作成、公表しております。 

 ８ページ目は、「ネット社会の健全な発展に向けた連絡協議会」の取組の御紹介です。

こちらもマルチメディア振興センターが事務局を務め、通信関連の８団体が参画し、主な

取組として、春と秋に一斉行動キャンペーンを行い、他人を傷つけるネットの書き込みに

関する啓発活動として、ポスターを作成、配布しております。 

 ９ページ目は、事業者による削除等の取組に関する御紹介です。通信関連４団体による

違法情報等対応連絡会で策定しております、この契約約款モデル条項では、誹謗中傷を含

め、各事業者が約款において禁止行為を設ける際に参考となる規定を例示しております。 

 １０ページ目は、総務省、法務省、事業者による協働の取組の御紹介です。平成３０年
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より、インターネット上の人権侵害に関する書込みの円滑な対応を可能とするため、事業

者と省庁の意見交換と意見交換の場となる実務者検討会を定期的に開催しております。 

 １１ページ目以降は、参考として、プロバイダ責任制限法に関する資料を用意しており

ます。時間の関係で、ここは詳細を割愛させていただきます。 

 １４ページ目までお願いいたします。これらのプロバイダ責任制限法における、特に発

信者情報開示と呼ばれる匿名の発信者を特定するための仕組みにつきまして、現在、総務

省において、発信者情報開示の在り方に関する研究会を開催し、この制度について、円滑

な被害者救済が図られるよう、様々な検討を行っております。 

 なお、この研究会の座長を務めていただいている曽我部先生には、本日、ウェブで御参

加をいただいております。 

 １５ページ目では、民間団体において策定されたプロバイダ責任制限法に関するガイド

ラインを御紹介しております。特に、誹謗中傷に関しては、名誉毀損、プライバシー関係

ガイドラインというものが策定されております。 

 １６ページ目では、違法・有害情報相談センターに関する資料を掲載しております。総

務省では、インターネット上に流通した情報により被害に関係する一般利用者などからの

相談を受け付け、具体的な削除要請の方法等についてアドバイスを行う「違法・有害情報

相談センター」を設置・運営しております。このセンターでは、次のページでも御紹介し

ている様々な相談機関と連携しております。 

 なお、本日は、相談センター長の桑子様にもオブザーバとして御参加いただいておりま

す。 

 １７ページ目は、今、挙げました官民の主な相談機関についての御説明でございます。

詳細は割愛させていただきます。 

 １８ページ目は、昨今のインターネット上の誹謗中傷に関する民間の動きについて、御

紹介しております。後ほど、ソーシャルメディア利用環境整備機構様とセーファーインタ

ーネット協会様には、それぞれ取組を御紹介いただきますが、このように様々な団体、企

業において、インターネット上の誹謗中傷の取組に関して、動きがあるところです。 

 １９ページ目以降は、海外の制度や動きについての御紹介です。 

 まず１９ページ目、２０ページ目については、事業者が行う削除等に関する制度につい

て記載しております。基本的には、日本におけるプロバイダ責任制限法と同様に、プロバ

イダに対する一定の免責規定というものが置かれております。他方で、ドイツやフランス、
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韓国といった幾つかの国においては、それに加えて、一定の法的規律があるところでござ

います。 

 次のページ、お願いいたします。時間の関係で、あとは参考とさせていただきますが、

それぞれＥＵ、アメリカ、ドイツ、フランスというところで様々な動きがございます。特

に、１点、特に申し上げる点としましては、２８ページ目のフランスの動きが新しいかと

思っております。 

 フランスでは、インターネット上の違法なヘイトコンテンツへの対応として、一定規模

のプラットフォーム事業者に対して、通報から２４時間以内に情報の削除が義務づけられ、

違反した場合には罰金が科されるという内容を定める法律が、先月、上院、下院を通過し

ました。ただし、この法律につきましては、その後、憲法院に付託され、憲法判断が行わ

れていたところでございますが、結果的に、ただいま御紹介した２４時間以内の削除義務

の規律などにつきまして、違憲判断というものが下され、最終的に、最後の２９ページに

ございますが、違憲判断を受けた条文が削除された形で、先月末に法案が施行されたとい

うことでございます。 

 大変駆け足でございましたが、違法・有害情報に関する取組の大枠や国内外の最新の動

向について、簡単に御紹介させていただきました。 

 以上となります。 

【宍戸座長】  ありがとうございました。 

 それでは、次の議題に移ります。ただいまの事務局からの御説明に引き続きまして、事

業者団体、事業者における取組について御説明をいただきたいと思います。本日、事業者

団体からの御説明につきましては、５分程度、事業者からの御説明につきましては、２分

から３分程度で、大変短くて恐縮ですが、お願いできればと思います。 

 それでは、まず資料２に基づきまして、一般社団法人セーファーインターネット協会様

より御説明をお願いいたします。 

【吉田氏】】  セーファーインターネット協会の吉田でございます。 

 それでは、次のページ、お願いいたします。セーファーインターネット協会は、２０１

３年に有志の企業によって設立された団体になります。安心して、ユーザの皆様にインタ

ーネットを利用していただくためには、民間主導で解決に取り組むことが不可欠だろうと

いうことでございます。また、いろんな活動において統計等のデータもきちっと詰めて、

そういったものを次の活動に生かすというところを特徴にしております。 
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 会員構成でございますけれども、ヤフー株式会社様、アルプス システム インテグレー

ション株式会社様、ピットクルー株式会社様を正会員といたしまして、御覧のような会社

に賛助会員として御参画いただいて、協力企業様も１社いらっしゃいます。 

 ＳＩＡはもともと２つのホットラインを運用しておりまして、まず２０１３年１１月に

セーフラインというのを開始して、児童ポルノのパトロールによる削除依頼ですとか、リ

ベンジポルノの問題に対する相談受付といったところから始めました。２０１６年４月に

は、警察庁の委託事業であるインターネット・ホットラインセンター事業を受託いたしま

して、インターネット・ホットラインセンターを運用しております。 

 次のページ、お願いいたします。このたび、６月の初頭にホットラインを開設すると宣

言いたしまして、１か月弱後の６月２９日、つい先日でございますけれども、「誹謗中傷

ホットライン」というのを立ち上げて、個人の皆様からお困りの状況をお聞きして、代行

して、プロバイダさんに削除要請を送るという作業を始めております。こちらも本当に駆

け足でやってきているところでございますので、これから走りながらいろんなことを勉強

して、よい活動につなげていきたいと思っております。 

 ６ページ、お願いいたします。第三者機関という直接的な言葉を使っておりますけれど

も、まずその手始めとして、プロバイダの皆様からも相談を受け付けて、アドバイスする

というところから始めまして、最終的には、第三者機関の在り方というのを十分この「権

利侵害投稿等の対応に関する検討会」で検討していただいた上で、必要であれば第三者機

関を設置した上で、一連の課題解決に取り組んでいきたいと考えております。今日、座長

を務めていただいている宍戸先生、曽我部先生を始めとする記載の皆様に御参画いただい

た上で進めていきたいと思っております。 

 また、誹謗中傷ホットラインの基準作り、そういったものに関しましても、この検討会

で行き過ぎがないか、もう少し踏み込んでやれるところはないかを御意見いただきまして、

オーソライズしていただいた上で進めていきたいと考えております。 

 私どもからは以上でございます。 

【宍戸座長】  ありがとうございました。 

 続きまして、一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構より御説明をお願いい

たします。 

【江口氏】  一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構、江口でございます。

よろしくお願いします。 
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 資料をおめくりいただきまして、組織です。本年４月に設立した団体となります。これ

は今から３年前に、子供の児童被害を防止するためにいろいろやろうということで、業界

団体として任意団体で作った青少年ネット利用環境整備協議会を前身として設立した団体

になります。 

 代表理事に、本日、座長を務めていただいています宍戸先生、参加していただいていま

す曽我部先生をいただきまして、会員企業１７社で設立したものになります。メインとな

る会員はＳＮＳ企業になります。 

 ３ページ目になりますと、今般のいわゆるプロレスラーの自殺に関する諸問題、事案が

起きまして、そこで緊急声明を機構として発出させていただいております。 

 主な内容としては、そこに書いてあるとおりなんですけれども、各ＳＮＳ事業者は、利

用規約等で禁止事項を定めていますけれども、そちらの明示と措置の徹底を行うこと、取

組の透明性向上、啓発、あとは、国または関係機関との協力をしていきますということを

メインとして発表させていただきました。その中で、当機構の全理事をメンバーとする特

別委員会を設置し、より具体的に、より効果的な対策について議論して、実施していくこ

とを発表させていただきました。 

 おめくりいただきますと、３番に取組について書かせていただいております。我々は、

表現の自由や通信の秘密の保護を最大限尊重・留意した上で、健全なソーシャルメディア

利用環境整備に向けた取組の検討・実施を推し進めるということを意図しております。主

に、サービス面での対策、普及・啓発、特に、政府・関係団体との協働の実施ということ

を掲げております。 

 おめくりいただきまして、５ページ目、４番です。権利侵害情報への対応指針としまし

て、従来行ってきた加害者になることを未然に防ぐ対策の徹底・強化に加えて、被害者を

救済する対策に、透明性というキーワードをもって、スピード感を持って取り組んでいく

ということを意図しております。 

 おめくりいただきますと、参考資料として、権利侵害情報に対する各社の対応ポリシー

を、これから個別に発表あると思いますけれども、一覧としておまとめさせていただいて

おります。 

 その下のページ、７ページ目ですけれども、具体的に啓発について、我々として力を入

れていこうと考えております。その具体的なアイデアとして、右側のイメージですね。啓

発コンテンツのイメージとして、今、作らせていただいています。大きい要素としては、
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ＳＮＳ機能、ＳＮＳには全て必ずついている機能があって、ブロックとかミュートとか、

攻撃してくる人をとめるということの機能が必ずついています。それをまず認知していた

だくこと。 

 あとは、削除要請がきちんとできるんだということを改めて啓発する。加害者にならな

いという啓発をずっとやってきたんですけれども、被害者がちゃんと対処すると対策がで

きるんだということを、改めて啓発するということを主眼としてやろうとしております。

こちらについては、関係省庁の皆さんを含めて、全てのステークホルダーにお声がけをさ

せていただきまして、総務省の一斉行動に近いような規模感でやっていこうと思っており

ます。 

 我々からは以上になります。 

【宍戸座長】  ありがとうございました。 

 それでは、議事の３番目でございますが、事業者ヒアリングに移りたいと思います。 

 まず、ヤフー株式会社様より御説明をお願いいたします。 

【畠山氏】  ありがとうございます。ヤフーの畠山でございます。まずヒアリングシー

トをお映しいただいているところなので、上から順に説明させていただければと思ってお

ります。 

 ①の対象サービス名として、ヤフーのＣＧＭサービス、Consumer Generated Mediaのサ

ービスとして、ユーザによく御活用いただいている知恵袋とニュースのコメントとファイ

ナンス、この３つを取り上げさせていただいております。 

 お時間がないところなので簡単にですが、規約をこの下に書かせていただいていており、

ヤフーとしては、誹謗中傷に関しては、違法な部分に関する取組はもちろん、それ以外に

も弊社として、ユーザに対して、不適切なものについてはお断りするという形で、各サー

ビスいずれもルールがございます。 

 おめくりいただいて、こちらもヤフーニュース、ファイナンスともに、こうした規約が

ございます。例えばですけれども、法令違反はもちろんですが、公序良俗に反する内容等、

我々として不適切だと判断したものについては、規約において禁止させていただいており

ます。 

 続きまして、次、おめくりいただいて、削除等の対応というところに移らせていただき

ます。我々として、上記のような規約に触れた場合についてどういう対応を行わせていた

だいているかというと、当然、投稿の削除は行わせていただいています。それに加えまし
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て、各サービスにおいてはＩＤ単位で投稿をいただいている方々がほとんどですので、そ

のＩＤについて利用を停止し、サービスの利用をお断りいただくなどの場合もあり、投稿

の削除よりも、より強い措置を行わせていただく場合がございます。それは３サービスい

ずれもというところでございまして、詳細は資料に書かせていただいているとおりですの

で、割愛させていただきます。 

 続きまして、次、おめくりいただいて、③から④、⑤につきまして、誹謗中傷に関する

申告や削除要請の件数等のいわゆる数値の部分ですが、こちらは⑤に合わせて記載させて

いただいていますので、そちらから御説明させていただきます。 

 基本的に、細かい数字については書かせていただいているとおりですが、例えばニュー

スの部分の記載にございますように、ＡＩを用いまして、全コメントについてまず機械的

な判定や削除を実施しております。そうした機械的な削除に加えまして、人的なパトロー

ルも実施しておりまして、重点的に人的なパトロールを実施している部分について、ここ

に記載がございます。 

 そうした機械的な削除と人的なパトロールとの組合せというのは、多くのサービスで行

っておりますが、各サービスにより詳細は異なりますので、資料をご確認下さい。また、

各サービスにおける投稿の削除件数等、詳細につきましても資料をご確認いただけますと

幸いです。 

 おめくりいただければと思います。⑥の「⑤についての削除の方法」についてですが、

基本的には、先ほど申し上げたように、ＡＩによる検知という形を通じて不適切な投稿は、

我々のほうでできるだけ機械的な処理をしております。そうした不適切な投稿について、

事後的にＡＩで検知したものを落とすという対応に加えまして、直近では、不適切投稿の

事前抑止というものに力を入れて対策をしております。例えば事前に投稿する際に、過去

に問題がある投稿を複数回された方に対しては改めて規約の周知、警告等の表示をするな

ど、より機械的な仕組みによって、事後だけではなく、事前の機械的な取組というものを

進めていく段階にございます。 

 おめくりいただいて、一般ユーザからの申告窓口については、こちらも記載のとおりで

すが、違反申告ボタンを用意させていただいております。その申告ボタンを通じて、ユー

ザーの方々から問題のある投稿について申告をいただき、パトロール部隊のほうで、違反

申告された投稿の内容を１つ１つ確認して、２４時間３６５日の体制で確認させていただ

いております。そういったパトロール部隊というのは数百名在籍しております。 
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 そして、もう一つおめくりいただいて、パトロール部隊でのチェックに加えて、パトロ

ール部隊にて判断が難しい案件については、我々も含めた社内の弁護士のいる専門部署へ

エスカレーションがなされ、法的な部分については専門的に対応させていただいておりま

す。更に社外の弁護士も複数名御用意させていただいておりまして、そちらのほうで対応

を行うこともございます。 

 ⑩につきましては、外部から、例えば削除を行ったことに関するクレームがあった場合

についても、同様に対応を行っております。 

 普及啓発に関しましては、ここに記載のとおりですが、知恵袋、ニュースコメントにつ

きましては、先ほど申し上げたような事前の注意喚起であったり、それだけにとどまらず、

一般的な注意喚起ページでの啓発を行わせていただいております。 

 ⑫、ミュート機能についての説明をさせていただくと、基本的に、知恵袋、ニュースコ

メント、ファイナンス掲示板いずれにも用意している機能となりますが、例えばユーザの

方で見たくない投稿や、あまり自分のほうで適切だと思わないユーザがいた場合には、そ

ちらを個別にＩＤ単位でブラックリストに登録でき、ユーザの方々から表示を見えなくす

る機能というのがございます。また、知恵袋では、それだけではなくて、削除には至らな

いが一般的に不適切と考えられる投稿について、ＡＩで検知して行う非表示機能というも

のがございまして、こちらはユーザキックではなく、機械的に判断して非表示にする機能

がございます。 

 最後の意見の部分ですが、投稿系サービスについては、多様な意見や考えが集まる場所

として御活用いただいていており、ユーザーの皆様に手軽に投稿いただけるサービスとし

て、非常に発展していっておりますし、ユーザの方々にとってもそうした形で投稿ができ

る場所があるということは、表現の自由の観点からも非常に重要であると思っております。

一方で、直近で出てきた問題については認識をしており、このような情勢の中で、我々と

してできる取り組みとしては、事前抑止の啓発活動等には力を入れておりますし、悪意を

持った、啓発活動がなかなか通じないような方々に関しては、削除等の対応のみならず、

刑事的な部分も含めて、取締りについても協力していきますし、それは非常に重要である

と思っております。 

 今後は今回お集まりいただいた事業者の方々も含めてプラットフォーム事業者間の横の

つながり、連携を更に進めていきたいと思っております。また先ほどＳＩＡの方から御説

明があったように、そうした関係機関とより協力していくこと、さらに、有識者会議を弊
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社でも設置しているのですけれども、そうした社内外の連携といったものを強化していく

ことで、より進んだ取組ができるのではないかなと思っております。 

 社内の取組としては、先ほどから何度か申し上げているように、ＡＩ、機械的なものを

活用した取組というのはより進めていきたいと思っておりますので、引き続きその辺りに

ついては強化していきたいと思っております。 

 すみません。長くなって恐縮です。よろしくお願いします。 

【宍戸座長】  ありがとうございました。オンラインで参加されている方は、事務局か

ら議事進行について指示がございますので、チャット機能をオンにしたままにしておいて

いただけますようお願いいたします。 

 それでは、続きまして、Ｆａｃｅｂｏｏｋ Ｊａｐａｎ株式会社様より御説明をお願い

いたします。 

【小堀氏】  フェイスブックで公共政策を担当しております小堀でございます。本日は

このような機会をいただきましてありがとうございます。 

 我々フェイスブック社は、これまでフェイスブック及びインスタグラム等のプラットフ

ォーム上で、利用者の皆様の安全を守るため、管理機能や簡単な報告機能を拡充し、最新

のテクノロジーを活用してまいりました。既に本日お配りした資料にもありますように、

ネット上のいじめや嫌がらせの対応に注力しており、これまでも本領域において様々な取

組や機能を導入、拡充してまいりました。 

 簡単にポイントだけ申し上げますと、③にありますように、一般に公開している利用規

約、フェイスブックで言うとコミュニティ規定、インスタグラムで言うとコミュニティガ

イドライン等の弊社のポリシーに違反するコンテンツを見つけた場合には、削除やコンテ

ンツに対する警告画面の適用、さらには、アカウント停止などの措置を取っております。

これはオンラインとオフラインのどちらにもおける重要な問題であり、業界全体で取り組

む必要があると考えております。 

 先ほど御説明がありましたように、業界を挙げて一層の取組を推進し、社会的責任を果

たすために、我々もソーシャルメディア利用環境整備機構にコアメンバーとして参画させ

ていただいております。 

 ぜひ、マルチステークホルダーを含めた業界を挙げてのリテラシー検討、向上の取組に

ついて議論していきたいと考えております。 

 あと、ポイント⑥に対してですが、フェイスブックやインスタグラムのようなプラット
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フォームは、利用者の皆様の安心安全な利用に関して、日々判断を行っています。ヘイト、

暴力的なコンテンツ、嫌がらせ、いじめなどの不適切なコンテンツについては、ＡＩと人

員を組み合わせて対処しています。 

 安心安全やコンテンツの監視に取り組む人員を全世界で約３万５,０００人に増員し、

３６５日２４時間体制で、コミュニティ規定に反する不適切な投稿を見つけ出し、対応し

たり、利用者の皆様からの御報告を受けての不適切なコンテンツへの対応も行っていると

ころです。 

 最後になりますけれども、政府による様々な規制、ルールメイキングの可能性について

は、まだ様々な場において議論中と聞いており、現段階ではコメントする立場にはないと

は考えておりますが、政府による利用者の皆様の表現の自由に対する介入、公権力の行使

は慎重に検討されるべきものであると考えます。 

 また、御案内のとおり、詳細については、総務省さんとも今、打合せを重ねております

が、当社としては、電気通信事業法に基づく通信の秘密も遵守すべき立場でもあります。

可能な限り、インターネットの利点を守りながら、利用者の皆様が有害なコンテンツや言

動、行為から保護されるルール作りのために、政府、企業及び世界中の専門家との間で、

引き続き協力する必要があると考えています。 

 弊社といたしましても、今後もこの重要な議論に対し、皆様との協力を続けてまいりた

いと思います。ありがとうございます。 

【宍戸座長】  ありがとうございました。 

 続きまして、グーグル合同株式会社様でございますが、本日御欠席でございますので、

御提出のあった資料４－３を構成員、オブザーバの皆様のほうでは御確認をいただければ

と思います。 

 続きまして、ＬＩＮＥ株式会社様より御説明をお願いいたします。 

【兼保氏】  ＬＩＮＥの兼保と申します。よろしくお願いいたします。 

 今回の説明に当たり、詳細については、事前配布の資料を御覧いただければと思います。

また、昨日になりますけど、ＬＩＮＥは、透明性レポートとして、本日御説明している数

値と同じものを会社として発表させていただいておりますので、よろしければ併せて御覧

ください。 

 各社さん、いろいろ中身を御発表いただいていますので、当社の内容といたしましては、

中身は御覧いただければよろしいのかなと思いますので割愛させていただきまして、ただ、
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この資料に基づいて、３点だけ補足させていただきます。 

 １点目ですけれど、本日御報告している数値に関しては、いわゆるオープンなスペース

の部分についての集計結果でございます。ＬＩＮＥの通常のトークに関しては、通信の秘

密で、かつ暗号化をかけておりますので、基本的にはＬＩＮＥ社が内容を確認することが

できないため、本日の御報告の対象外となっております。 

 それから、２点目ですけれど、弊社のオープンなスペースに関しては、事前に、マシン

と人の目による監視を行っています。その中で、利用規約に違反したコンテンツに一定の

懲罰を与えております。 

 このときに、弊社としましては違反とまでは言えないんじゃないかとして、残したコン

テンツをユーザの目で見て、ユーザ自身が違反と感じたものが、いわゆる通報、あるいは

弊社のお問合せに御連絡いただくということになっていきますけれど、本日の御報告の数

字は、この中のお問合せの窓口への相談件数となります。 

 ３点目ですけれど、③と④の数字の差、つまり、ユーザから申告を受けても消さなかっ

たというコンテンツですけれど、これの理由が気になるところだと思います。すみません

が、詳しい集計は行えていないんですけれど、例えばお問合せをいただいて、弊社からお

問合せ者に対して、「御本人ですか」と聞いた、あるいは「どのコンテンツですか」と聞

いたときに、相手がそのまま離脱していくというか、応答に応じてくれなかったというケ

ースがかなり多く含まれております。 

 このような件数も全部、誹謗中傷に関する申告や削除の件数の母数に含めておりますこ

とを御承知おきいただければと思います。 

 弊社からは以上です。 

【宍戸座長】  ありがとうございました。 

 続きまして、Ｔｗｉｔｔｅｒ Ｊａｐａｎ株式会社様より御説明をお願いいたします。 

【服部氏】  Ｔｗｉｔｔｅｒ Ｊａｐａｎ株式会社、服部と申します。本日は、このよ

うな機会を頂戴いたしまして、ありがとうございます。 

 弊社の取組状況につきましては、事前に配付された資料に詳細を記載してございますの

で、本日は、弊社の取組の理念となる背景について、お話をさせていただければと思いま

す。 

 表現の自由というのは、人としての権利です。誰もが意見と、その意見を発言する権利

を持っています。ツイッターでは、誰もが皆それぞれの意見や考えをツイートで安心して
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発信できると感じられるべきだと考えております。それを実現するのが我々ツイッターの

務めです。 

 全てのユーザに幅広い意見や考え方があるということも、ユーザの皆さんには知ってい

ただきたいと我々は考えております。こうした理由から、ツイッター上では、強い意見や

物議を醸すような見解も認めております。しかし、ツイートが一線を越えてしまい、不適

切な行為ですとか攻撃的な行為、あるいは脅迫行為になることもあり得ます。そうした行

為により、表現の自由が損なわれる可能性もございます。ツイッターでは、脅迫や嫌がら

せ、反対意見を言わせないようにする行為を明確に禁止しております。 

 信頼、安全、尊重の文化をツイッターは非常に重視しておりまして、そのための原則と

いうのがございます。まず、ツイッターは、表現の自由を支持します。それから、私たち

は特定の立場を取りません。様々な視点の意見を歓迎します。そして、私たちは全ての人

を公平に扱うように努めています。同様にツイッターのルールやポリシーも全てのユーザ

に適用されます。ツイッタールールを守って御利用いただける限りは、誰もが自由に表現

できる権利を持っています。 

 弊社のルールについては、配付した資料の１ページ、それから、２ページに簡単な説明

がございます。そして、ツイッターでは、利用者の皆様が安心してサービスを御利用いた

だける環境の実現にも努力しております。利用者の皆様のユニークな発言と会話が、ツイ

ッターのツイッターらしさというものを支えています。そのため、ユーザの皆様に安全に

御利用いただけるように、ツイッターでは、表示される情報や、やり取りする相手を指定

できるツールを用意しております。 

 また、オンラインの安全性に詳しい専門家のコミュニティと協力して、不適切な行為へ

の対策を実施し、不適切行為を禁止するルールやポリシーを策定して、施行しております。

こうしたポリシーについても、引き続き我々としては定期的に見直しも行いながら、適切

な施行もできるように努力しております。 

 特にツイッターでは、全ての利用者が、自由に安心して公共の会話に参加できるように、

こうしたテクノロジーも用いて、ルール、プロセス、ツールを継続的に改善もしておりま

す。例えば６ページの８番にございますように、我々、一般の利用者からの報告に非常に

頼っている部分が大きいシステムですけれども、ここも徐々にテクノロジーへの投資を強

化いたしまして、我々として主体的に問題があるコンテンツを発見する取組も今、強化し

ております。 
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 先ほど、ほかの事業者さんからも発言ありましたように、我々としてはぜひマルチステ

ークホルダーの取組でこうした問題に取り組んで、幅広い層へのリテラシー教育、啓発も

進めていきたいと考えておりますので、ぜひそういった方向性に向けての皆様からのアド

バイスなどもいただければと考えております。 

 どうもありがとうございました。 

【宍戸座長】  ありがとうございました。 

 それでは、これまでの御説明に加えまして、２０分程度、皆様から自由に御質問、御意

見をいただければと思います。オンラインで参加している構成員の方は、チャットを使っ

て呼びかけていただければと思います。 

 それでは、どこからでも御自由にいただきたいと思いますが、いかがでございましょう

か。 

 森構成員、お願いします。 

【森構成員】  ありがとうございます。森です。よろしくお願いします。御説明ありが

とうございました。皆様のお取組が大変よく分かりました。 

 私からお尋ねしたいのは、問題のある情報を止めるということに関して、いろいろな工

夫をされているんですけれども、ＡＩを使うということもあって、誤爆の問題というのが

常にあるかなと思っています。本当は違法な情報ではないけれども、消してしまいました。

そういうことについて何か問題が顕在化していたりしないかということを、これは全ての

事業者さんに、もし問題が顕在化していて、こういうふうにやっているということであれ

ば教えていただきたいと思いますし、また、特にツイッターさんにおかれましては、時々、

アカウント停止に関して、何でアカウントを停止されたんだろうということがあると思い

ますけれども、それについて、私自身も何でこの人を停止されたんだろうと思うことがあ

りますが、必ずしも私が気のせいで思っているだけではなくて、世の中的にもそういうこ

とは議論されたりすると思うんですけれども、停止について、間違いが起こり得るとすれ

ば、その理由は何なのか、また、対応されているとすれば、それはどういうものなのかと

いうことを教えていただければと思います。よろしくお願いします。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

 それでは、この件につきましては、まずツイッター様から、ＡＩによる誤爆の問題、あ

るいはアカウント停止の問題について御意見いただいて、残りの事業者様からもＡＩによ

る誤爆について御知見があればいただきたいと思います。 
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 それではまず、服部様、お願いいたします。 

【服部氏】  ツイッター、服部です。まず誤爆に関してですけれども、やはり機械で、

例えば単語ですとか特定のアカウントの行動のパターン、そういったものに対して、我々

は検知しておりますので、どうしても間違いというのは、そこはもう発生しております。

あるいは、報告に上がってきたものをある担当者が見たときに、違反であると判断したけ

れども、別の担当者が再度、前後関係も含めて見直したところ、問題ではなかったという

ケースもございます。そういった場合には、我々、違反と判定された利用者御本人の方に、

異議申立てをする機会というのも提供しております。その異議申立てを受け取った時点で、

我々としては再度、複数の担当者で見直しを行いまして、問題があれば、間違いでしたと

いうことでおわびして、利用者のアカウントの手続、取消しをしております。 

 特定の凍結なり、対処されたものが、どうも納得いかないとか連絡がなかったというこ

となんですけれども、一つには、我々のほうで送ったメールアドレス、通知したメールを

御覧になっていなかったりですとか、あるいは、御本人がツイッター上、あるいはメディ

アで語られる凍結理由と本当の凍結理由が違ったりということもございます。皆さんの目

に見える活動だけが全てではありませんので、別の理由で凍結されているということもご

ざいますので、そこは我々、なかなか個々のツイート、個々の利用者についてのコメント

を我々からするわけにもいきませんので、なかなか難しいところではございますけれども、

そういった事情もあることも御理解いただければと思います。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。ヤフー様、フェイスブック様、ＬＩＮＥ様のほ

うで、ＡＩによる削除の誤爆の問題等について、何かコメントございますでしょうか。 

【畠山氏】  よろしいでしょうか。ヤフーです。ありがとうございます。我々も、先ほ

ど申し上げたように、ＡＩの活用というのは幅広く行わせていただいていて、当然、活用

に当たって、先生がおっしゃられたような課題はあるかなと認識しております。それで、

これまでＡＩによって、そうした誤爆等の問題が発生するかどうかと言われますと、まだ

幅広に活用できていないということもありまして、そこまで大きな課題にはなっていない

のですけれども、これから活用の幅を広げていくに当たって、当然、より課題は大きくな

っていくのかなとは思っておりまして、社内において検討会を立ち上げて、そういった課

題についても検討をしようとしております。社内検討会については、慶應大学の山本先生

を座長としまして、検討会設置のリリースを出させていただいているところですが、そう

した取組を進めていこうと考えております。 
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 森先生も御参画いただいているところで恐縮なのですけれども、そうした取組について

は、これから社内でまさに検討中というところでございます。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。フェイスブック、小堀様からは、チャット上で

コメントをいただいております。回答の事由で、苦情をカバーさせていただいております

ということですが、ＬＩＮＥ様はございますか。 

【兼保氏】  ＬＩＮＥの兼保です。弊社の監視システムにおいては、明らかに問題のあ

るようなものをシステムで駆除して、微妙なものというか、グレーゾーンのものは人の目

で確認するというステップを踏んでおります。 

 仮にＡＩというか、システムのほうでオーバーキルズというか、誤爆したようなことが

あれば、お客様は、お問合せのところで異議申告を申し立てることができるというステッ

プになっております。どのくらいのオーバーキルからの異議申し立てが起きているかは私

どもも手元に集計はございません。けれど、そのような申立てができるということになっ

ております。 

【宍戸座長】  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、チャットで、曽我部先生から御質問があるとのことですので、

よろしくお願いいたします。 

【曽我部教授】  ありがとうございます。ツイッター様と、あとは、ヤフー様に御質問

が一つずつなのですけれども、まずツイッターさんへの御質問は、このヘルプセンターと

いうページがありまして、ブロックとミュート等について、確かに御説明があるんですけ

れども、いろんな項目がバーッと並んで、非常に、ある程度詳しくないと難しいのかなと

いう気がしております。 

 つまり、お伺いしたいのは、例えば何かいろいろツイッター上で批判されてお困りの方

が、こういうやり方もある、ああいうやり方もあるというか、一元的に情報を入手できる

ような、そういうページがもしほかにあったり、あるいは別途、そういう啓発というか、

情報提供の取組等がもしおありであるならば教えていただきたいという点です。 

 ヤフーさんへの御質問は、ヤフーさんの資料の９ページの一番下に、コメントを入力す

るときの下のところに、表現の自由は無制限ではありません云々という附記がついている

のは、これは多分、最近のことだと思うんですけれども、これによって書き込もうとする

ユーザの、ある種、熟考を促すというか、自重を促すとかそういう趣旨だと思うんですけ

れども、これについて何か、これの効果みたいなものがもし感じられているものがあるの
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であれば教えていただきたいという点です。よろしくお願いします。 

【宍戸座長】  それではまず、ツイッター様からお願いいたします。 

【服部氏】  御質問というよりも、御指摘、アドバイスと受け取っております。まさに

そこは私どももこれから改善すべきだなというふうに把握しておりますので、ユーザの皆

様に分かりやすいツイッターの使い方の紹介といったものを、公式アカウントからの情報

発信なども含めて、これから我々としても取り組んでいくつもりです。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

 それでは、ヤフー様、お願いいたします。 

【畠山氏】  ありがとうございます。御指摘いただいた９ページの部分に関しまして、

数値を取っているわけではないんですけれども、当然、我々として、啓発の実効性はある

と思っております。この文章についても、今後改良など、より取組を進めていこうかなと

考えておりまして、先ほど少し申し上げたように、ＡＩを用いて、よりパーソナライズ化

したというわけではないんですけれども、不適切な投稿をしやすいユーザに対しては、よ

り強めの警告を行っていくように工夫したりだとか、そうした形で、よりユーザに合わせ

た実効的な取組をしていこうかなと考えております。 

 以上です。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

 それでは、次に生貝構成員から御質問があるということですが、よろしくお願いします。 

【生貝構成員】  ありがとうございます。 

 まず今回の資料、本当に貴重な御報告ありがとうございました。フェイスブックやツイ

ッターで１日数時間過ごしている人間、世代からしますと、自分たちの情報流通基盤、あ

るいは表現の自由のインフラというのがこのように機能しているんだということを知る上

でも非常に貴重であり、社会全体のリテラシー向上という意味でも非常に重要な資料なの

かと感じたところです。 

 その上で、ご質問２点ですけれども、１つはフェイスブック様に関しまして、この削除

件数というところで、④の１、これは日本の数値で一般ユーザからの要請に対応したのが

２件という数字が、やはりすごく目に止まったのですけれども、この理由について何か分

かることがあれば教えていただきたいと思います。それから、ツイッター様に関しまして、

同じ④の１のところ、これは③と１と２に関わるところですけれども、一般ユーザからの

要求や削除に関して、これは日本に関する、特化した数字というのがございませんのは、
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これは現状ですと、そういう区分をしていないということでしょうか。この辺についても、

もし理由等分かりましたら教えていただければ幸いです。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

 それでは、まずフェイスブック様、いかがでしょうか。 

【小堀氏】  今、生貝先生の御質問があったのが、フェイスブックの④に関する件数だ

と理解しております。ここのケースは、括弧内にもコメントさせていただいたんですが、

まず利用者からの申告があります。あとは、我々が先ほど申したように、一般に公開して

いるコミュニティガイドラインというものがあって、そのガイドラインに違反しているか

どうかという判断をするんですが、そのガイドラインには違反していないというコンテン

ツで、日本の法令違反だとみなされたものの削除件数を記載しています。ですので、幾つ

かの条件をクリアした件数が２件ということで、御理解ください。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。すみません、私から確認ですけれども、そうい

たしますと、利用者からの申告に基づき、コミュニティガイドラインに違反したコンテン

ツとして削除されたものが、日本国内でもある程度あるはずだけれども、その数字は把握

されていない、そういうことですか。 

【小堀氏】  そうです。 

【宍戸座長】  分かりました。御対応はされているけど、ちょっと数字が分からないと

いうことですね。 

【小堀氏】  そうなります。日本を含むグローバル全体での削除件数は、その下に記載

してあるよう把握、公開しております。 

【宍戸座長】  それでは、ツイッター様、お願いいたします。 

【服部氏】  一般ユーザからの報告に対する対応については、まだ現時点では国ごとの

集計をしておりません。 

【宍戸座長】  生貝先生、よろしいですか。 

【生貝構成員】  はい。どうもありがとうございます。 

【宍戸座長】  ほかにいかがでございましょうか。大谷構成員、お願いいたします。 

【大谷構成員】  ありがとうございます。私もこれまで利用している、こういったＳＮ

Ｓサービスのポリシーなどについても触れていただくことができて、非常に感謝している

ところです。 

 本日、教えていただきたいのは、フェイスブックのところでして、透明性レポートの公
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開をされているんですが、今のところ、たしか英語とドイツ語だけということで、日本語

の透明性レポートを公表される御予定があるかどうかをまず教えていただきたいと思って

おります。 

 それから、質問で言いますと⑨のところになると思いますが、グローバル全体での体制

につきまして、３万５,０００人以上ということですが、この日本語対応ができる方とい

うのは大体どのぐらいの割合なのか、差し支えなければ教えていただきたいということで

ございます。 

 それから、ツイッター社にも教えていただきたいんですけれども、⑨のところになりま

すが、この一般ユーザからの申告対応についての体制について、非公表とされているのは、

何を懸念されて非公表とされているのかを御教示いただければと思います。よろしくお願

いいたします。 

【宍戸座長】  それでは、フェイスブック様、お願いいたします。 

【小堀氏】  先生、ありがとうございます。１点目の透明性レポートの日本語版に関し

ては、すみません。今のところ、いつ日本語で対応するかということはちょっと見えてい

ませんが、将来的には検討していきたいと考えております。 

 ２点目の人数に関しては、大変申し訳ないんですが、日本語がどれだけできる人間がい

るかということは、非公開にさせていただいておりますので、この場では、コメントは差

し控えさせてください。 

 以上です。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

 それでは、ツイッター様、お願いいたします。 

【服部氏】  申し訳ございません。非公表としている理由。様々な背景もございますの

で、詳細については差し控えさせていただければと思います。申し訳ございません。 

【宍戸座長】  それでは、崎村さん、お願いします。 

【崎村構成員】  崎村でございます。大変興味深いレポートをありがとうございました。 

 ヤフーさんの御説明の中で、ソーシャルネットワークなんですが、その横のつながりと

いうのがあったんですけれども、私は実はアイデンティティ管理が専門で、そちら側での

アカウントテイクオーバーとかは、実は米国だと各社でその情報を融通し合って、被害が

広がらないようにしていたりするんですけれども、そういったことをされようとしておら

れるのかということを一つ、御質問したいと思います。 
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 それから、ツイッターさんになんですけれども、これは実は私自身、明らかにおかしな

情報があって、何度か報告しようかなと思ったんですけど、この問題を報告する画面とい

うのがあるんですけど、どれを選んでいいか分からないんですよね。なので、こういった

画面の分かりやすさに対する取組というのは、どういうふうなことが考えられるかという

ことをお伺いしたいなと思います。 

 それからあと、３点目なんですけれども、これは特にＬＩＮＥさんかもしれないんです

が、通秘とも関係してくるんですけれども、ＤＭみたいな形で、被害者の方が周りからガ

ーッとやられてしまうというのが結構あるように聞いていて、そういう場合というのは、

被害者の方としてどういう手段が取れるのかということを御教示いただければと思います。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

 それでは、まず、ヤフー様からお願いいたします。 

【畠山氏】  ありがとうございます。ヤフーです。御指摘をいただいたアカウントに関

する横の連携のお話については、これまでも当然課題として上がってきているところでは

あるのですが、なかなか取組としては進んでいないというところでございまして、その理

由としてはやはり個人情報の問題であったりとか、どうしても法律上の課題がございます。

したがって、こちらで記載させていただいている「横の連携」というのは、どういった形

があるのか分からないのですが、例えば業界を挙げて、周知啓発の部分であったり、ある

いは、対応基準も含めてですけれども、こういった場合にはこういう対応を行うべきでは

ないかという基準や認識の共通化であったりだとか、そういうことが行えたらよいのでは

ないかなと考えておりまして、特にアカウントの連携というところを意識したものではご

ざいません。 

【宍戸座長】  どうぞ。 

【崎村構成員】  ごめんなさい。私の発言がきっと分かりにくかったんだと思うんです

けれども、アカウント連携というのは、米国でちょっと行われていることをお話ししただ

けで、私の質問というのは、例えば同じような誹謗中傷メッセージがいろんなところでコ

ピーされて、拡散されるということがあるわけですね。そのときに一つのネットワークで、

これは明らかにまずいというのが分かったときに、その情報を他社にも連携して、そちら

でも迅速に対策が取れるようにしたりとかという、そういう技術的な側面も含めてなんで

すけど、そういう対策はおありなんでしょうかと、そういう御質問でございました。 

【畠山氏】  ありがとうございます。すみません。質問の意味が少し取り違えていて恐
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縮なのですけれども、そうした意味で申しますと、先ほど申し上げたように、当然どうい

った投稿が例えば、違法・有害で対応すべきなのかといったことの基準の認識合わせだっ

たりというのは当然あり得るのかなと思っておりますし、現状、ＳＩＡ様から御発表いた

だいたように、そうしたＳＩＡ様を通じた取組で、そういった連携ができる可能性は当然

あるのかなとは思っております。 

 ただ、やっぱり、例えば投稿を受けたプロバイダが他の企業に対して、その投稿は消す

べきだといった形の連携をすすめるというのはやはりなかなか、プロバイダ同士の関係も

あるので難しいのかなとは思っております。なので、そこはハブとなる機関として、例え

ばＳＩＡ様であったりとか、そうしたハブとなる機関がそういう役割を果たしていくとい

う形はあるのではないかなとは思っております。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

 次に、崎村さんからの御質問のうち、ツイッターさんに関するものは、先ほどの曽我部

先生の御質問と重なっている部分もあろうかと思いますが、ツイッター様、いかがでしょ

うか。 

【服部氏】  報告画面の分かりにくさ、御不便をおかけして、誠に申し訳ございません。

我々も定期的に報告のしやすさ、報告する項目の見直しですとか、少しでもユーザの皆様

に分かりやすく使っていただけるように取組、見直しを定期的に行っておりますので、ぜ

ひこういった御意見も踏まえて、今後の改善に努めてまいりたいと思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

 それから、ダイレクトメール的な攻撃についてということですが、これはＬＩＮＥさん、

いかがでしょうか。 

【兼保氏】  ＬＩＮＥの兼保です。ＬＩＮＥの、いわゆる普通のトークだと思います。

トークを使って、友達なりから何か攻撃を受けたときにどうしたらいいかという御質問だ

ったと思いますけれど、まずＬＩＮＥのそもそもの作りとしまして、御存じの方は多いと

思いますけれど、スタンプとかああいうもので柔らかいコミュニケーションが取れるよう

な仕組みをベースとして御提供しております。 

 その上で、それでもやっぱり鋭い意見といいますか、そういう被害に及ぶような発言が

ある場合は、弊社としては、通報という機能がございます。それから、そういう相手を見

ないようにするという意味合いで、相手をブロックという機能もございますし、そもそも
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話されているルームから抜けるというような機能もございますので、そういったことを活

用して、御自身でも身を守っていただきたいと、そのように思っております。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

 ほかにも事業者団体、それから、事業者の皆様に御質問あろうかと思いますが、少し時

間が押しておりますので、次の議事に移らせていただき、その後の意見交換の中で、更に

事業者、事業者団体様に御質問があれば承りたいと思います。 

 それでは、その次の議題、４番目の議題でございますが、先ほどの事務局からの御説明

及び各事業者団体、事業者における取組を踏まえまして、今後の取組について議論するた

め、事務局から、「インターネット上の誹謗中傷への対応の在り方について（案）」、資

料５でございますが、こちらについて御説明をいただきたいと思います。事務局よろしく

お願いいたします。 

【中溝消費者行政第二課長】  事務局、総務省消費者行政第二課、中溝でございます。

資料５に基づいて御説明させていただきます。この資料５の題名にありますとおり、ＳＮ

Ｓなどのインターネット上の誹謗中傷への対応の在り方ということでございます。対応の

在り方としては、こういうことではないかということにつきまして、先般、申入れを受け

ました自民党、公明党の御提言、これは今回の参考資料の３と４番に添付してございます。

この御提言も踏まえつつ、事務局としてひとまず考えられる方向性について、議論のたた

き台として整理したものでございます。これに基づいて、後ほど意見交換、御議論いただ

けたらと思っている次第でございます。 

 以下、御説明してまいります。大きく総論と各論に分けて整理しておりまして、まずは

総論から。下線部分を読み上げる形で御説明いたします。 

 １、検討に当たっての基本的な視点。インターネット上の誹謗中傷対策の検討に当たっ

ては、誹謗中傷の書き込みの未然防止、書き込まれた場合の被害の拡大防止、被害者に対

する支援や救済の充実のほか、表現の自由の確保やプラットフォームサービスが日常生活

や社会・経済活動に果たす役割など、多様な観点を適切に実現することを基本的な視点と

して、具体的な方策を検討することが重要であると考えられるが、どうか。 

 次のポツ、その際、他人に対する誹謗中傷と他人に対する正当な批判とは区別して対応

すべき等が考えられるが、どうか。 

 ２、インターネット空間の特性を踏まえた検討の必要性、インターネット上では、匿名

で気軽に書き込みを行うことができるという特性がある。こうしたインターネットの匿名
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性に関する特性は、誹謗中傷が問題になることが多い要因の一つと考えられる一方で、自

由な言論空間の確保という価値も担ってきた点にも留意が必要と考えられるが、どうか。 

 ３、権利侵害情報（違法情報）と権利侵害に至らない誹謗中傷（有害情報）の相違への

留意。誹謗中傷の書き込みの法的な性格としては、他人の権利を侵害する情報（違法情報）

に該当するものと、法的には必ずしも権利侵害情報（違法情報）に含まれないものとがあ

る。両者の切分けを意識しつつ、対応が異なる点と、対応が変わらない点に留意すること

が必要ではないか。 

 次のページへ参りまして、４、総合的な対策の実施の必要性。対策の検討に当たっては、

①誹謗中傷の書き込みを行うユーザ（情報発信者）への対応、②プラットフォーム事業者

への対応、③書き込みによって被害を受けた者（被害者）への対応、のそれぞれについて

方策を検討することが適当と考えられるが、どうか。 

 次のポツです。対策の実施に当たっては、これまでも、（１）ユーザに対する情報モラ

ル向上のための啓発活動、（２）事業者や事業者団体による取組、（３）国における環境

整備、（４）被害者への相談対応といった枠組みにより実施してきたところ、今後も、基

本的には同様の枠組みを踏襲しつつ、総合的な対策を講じていくことが重要であると考え

られるが、どうか。 

 ５、プラットフォーム事業者の役割の重要性。特にプラットフォーム事業者による積極

的な取組が求められるところ、取組の内容や効果を一般ユーザひいては社会全体に示す観

点から、プラットフォーム事業者の取組の透明性・アカウンタビリティの確保が一層求め

られると考えられるが、どうか。 

 各論でございます。６、ユーザに対する情報モラル向上及びＩＣＴリテラシー向上のた

めの啓発活動。インターネット上の誹謗中傷への対策としては、ユーザ自身の情報モラル

が最も重要と考えられるが、どうか。プラットフォーム事業者や業界団体は、情報モラル

教育やＳＮＳの適切な使い方などを含め、ＩＣＴリテラシーの向上の推進や、誹謗中傷を

行わないための啓発活動の強化を行うことが必要と考えられるが、どうか。 

 どのような内容の情報モラル及びＩＣＴリテラシーの向上のための啓発活動が必要なの

か、どのような内容の情報モラル及びＩＣＴリテラシー向上のための啓発活動が効果的な

のか。こういった点について、産学官が連携して分析を行った上で、真に効果的な対策に

取り組むことが重要だと考えられるが、どうか。 

 ７－（１）としまして、プラットフォーム事業者による削除等の対応の強化。権利侵害
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情報（違法情報）については、プラットフォーム事業者は、被害を受けたユーザ等からの

申告に応じて、迅速な削除等の対応を実施することが求められると考えられるが、どうか。 

 次のポツですが、今後機会学習を含むＡＩによるアルゴリズムを活用した技術が普及・

進展し、コストが低減するなどにより導入が容易になるような場合で、プラットフォーム

事業者は、ユーザや第三者からの申告がなくとも、自らの規約に基づき、主体的に情報の

削除等を行う等の対応を行うことも期待されると考えられるが、どうか。 

 ユーザからの申告のほか、正当な権限及び専門的知見を持った政府機関等からの申告に

対して、適切に対処することが求められると考えられるが、どうか。特に、法務省人権擁

護機関は、削除依頼をプラットフォーム事業者を含むサイト運営者に行っているが、当該

削除依頼を踏まえ、迅速な削除等の対応が求められると考えられるが、どうか。 

 一方で、権利侵害に至らない誹謗中傷の書き込み（有害情報）については、一件一件の

書き込みは必ずしも権利侵害（違法情報）とは言えないことから、法的な根拠に基づく対

応を求めることは困難と考えられるものの、書き込まれた被害者にとっては、大量の誹謗

中傷の書き込みは大きな精神的苦痛になることも想定されることから、プラットフォーム

事業者は、利用規約等に基づいて自ら適切な対策を講じることが求められると考えられる

が、どうか。 

 その際、コンテンツの工夫だけでなく、規約に基づくサービス設計技術（アーキテクチ

ャ）の工夫による何らかの仕組みの導入を検討することが期待されると考えられるが、ど

うか。例えばとしまして、一時的に非表示にする機能ですとか、投稿内容について、これ

は送信の前にということでございますが、再考・再検討を行う機会を設ける機能などとい

うことです。 

 ７－（２）透明性・アカウンタビリティの向上。プラットフォーム事業者による自律的

な情報の削除等の対応に加えて、それらの取組が適切に行われていることが利用者や社会

全体に対して明らかにされることが望ましいと考えられるが、どうか。 

 また、過剰な削除や不当なアカウント停止等の行き過ぎた対応が行われていないかとい

う点についても明らかにされることが望ましいと考えられるが、どうか。 

 次のポツですが、プラットフォーム事業者は、自らの取組の透明性やアカウンタビリテ

ィを確保する方策についても、積極的に取り組むことが適当であると考えられるが、どう

か。透明性やアカウンタビリティの具体的な確保方策としては、例えばとしまして、サー

ビスの全体的な考え方や具体的な対応に関するポリシーをあらかじめ明確に定めて分かり
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やすく公開すること。自らが実際に行った取組の結果を公開すること。取組の効果につい

て分析を行い公開すること。苦情受付態勢及び苦情処理プロセスを適切に定め、利用者に

対して分かりやすく公開し、適切に運用を行うことなどの取組を実施することが望ましい

と考えられるが、どうか。 

 次のページへ移りまして、グローバルにサービスを提供している国外のプラットフォー

ム事業者においては、米国や欧州のみで実施しており、必ずしも我が国では実施されてい

ない場合があるところ、可能な限り我が国でも実施されることが望ましいと考えられるが、

どうか。 

 我が国の利用者に対して、分かりやすく、我が国における個別事情に応じた対応が行わ

れることが期待されると考えられるが、どうか。「具体的には」としまして、日本語で我

が国の利用者にも分かりやすい形でポリシーや透明性レポートなどの情報を公開すること。

グローバルの対応件数の総数だけではなく、我が国の国内における対応件数についても併

せて公開すること。日本語を正しく理解できるスタッフを十分確保した上で、日本語で手

続可能な適切な苦情受付態勢及び苦情処理プロセスを整備することなどの取組を実施する

ことが望ましいと考えられるが、どうか。 

 プラットフォーム事業者が透明性及びアカウンタビリティの確保を図るとともに、対応

状況等の公開・説明を通じて、国民（利用者）やメディア等に対して取組の効果や課題な

どが明らかになることで、社会全体としてのモニタリング機能が果たされ、それらの反応

を踏まえてプラットフォーム事業者による更なる取組が進められていく、というサイクル

が回っていくことが期待されると考えられるが、どうか。 

 ８、国における環境整備。政府は、一定の法的枠組みも含めて、プラットフォーム事業

者における誹謗中傷に関する様々な取組が円滑に行われるよう支援するための環境整備を

行うことが適当であると考えられるが、どうか。 

 具体的に、８－（１）としまして、事業者による削除等の対応に関する取組。プロバイ

ダ責任制限法においては、免責規定を設けることにより、プラットフォーム事業者を含む

プロバイダによる自主的な対応を促進することとしている。一定の削除義務や、あるいは

当該削除事務に違反して適切な対応を行わなかった際に過料を課す法的規制を導入するこ

とが必要であるという声もあるところをどう考えるか。諸外国の動向を踏まえると、我が

国において削除に関する義務づけや過料等を課す法的規制を導入することについては極め

て慎重な判断を要すると考えられるが、どうか。 
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 プロバイダ責任制限法に定める免責規定の適用関係に関する解釈や運用については、今

後とも時宜に応じて柔軟な対応を図っていくことが適当と考えられるが、どうか。 

 ８－（２）透明性・アカウンタビリティ確保。プラットフォーム事業者による透明性・

アカウンタビリティの確保方策がまずは自主的に進められることが重要であり、政府は、

取組状況について、随時適切に把握することが適当であると考えられるが、どうか。 

 何らかの指標やメルクマールを設定した上で、プラットフォーム事業者による自主的な

取組の実績や効果を評価することも考えられるが、どうか。 

 今後、仮にこれらの自主的スキームが達成されない場合、プラットフォーム事業者に対

して、透明性・アカウンタビリティの確保方策に関する行動規範の策定及び遵守の求めや、

透明性・アカウンタビリティに関する法的枠組の導入の検討など、行政からの一定の関与

も視野に入れて検討を行うことが適当と考えられるが、どうか。 

 （３）発信者情報開示。プロバイダ責任制限法において発信者情報開示制度が規定され

ているところ、より迅速かつ確実な被害救済のため、発信者情報開示の在り方を見直すべ

きではないか。この点、「発信者情報開示の在り方に関する研究会」における議論に委ね

ることとし、同研究会と連携していくことが適当であると考えられるが、どうか。 

 ９、相談対応。被害を受けた者が様々な観点から相談を行うことが可能な体制整備を官

民が連携して取り組んでいくことが重要であると考えられるが、どうか。 

 総務省においては、違法・有害情報相談センターを運営しているところ、連携対応をよ

り充実させたり、周知広報に力を入れたりするとともに、更なる体制強化を図ることが必

要であると考えられるが、どうか。 

 事務局からは以上でございます。 

【宍戸座長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの事務局からの御説明に対して、皆様から、自由に御質問、御意見

等をいただければと思います。 

 なお、本日は、冒頭、オブザーバとして御紹介いたしました法務省人権擁護局様、違

法・有害情報相談センター様、マルチメディア振興センター様も御出席いただいておりま

すので、こちらの皆様にも必要があれば御質問をしていただくということも可能でござい

ます。 

 それでは、どこからでも御質問、御意見いただきたいと思いますが、いかがでございま

しょうか。 
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 まず、宮内構成員、お願いします。 

【宮内構成員】  宮内でございます。４ページのところに書いてございます、一件一件

は大したことないんだけれども、多数来ることによって、非常に被害者が傷ついてしまう

と。非常に大きな問題だと思っております。まず、こういう点について、プロバイダさん

等は、現在どういうような対応を取っていらっしゃるのかというのを教えてほしいという

のが１点でございます。 

 それから、もう一つ、さっきのセッションで聞き損ねたんですけれども、これは１人に

対して多数の書き込みがあるという例ですけど、逆に、一つの書き込みに対して、多数の

人から指摘があるということが、まあまああると思うんですけれども、そういった場合に、

多数の指摘というのは、その数というのが結構影響しているのかと。大勢の人が言ってい

る以上、それはかなり問題があるという見方もありますが、その一方で、少数のものを多

数の人が抑圧してしまうような可能性もあるので、その辺り、どのように扱っているのか

と、この２点を教えていただきたいと思いまして、各プロバイダの方に教えていただけれ

ばと思います。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

 この点についていかがでしょうか。順番にお伺いしてよろしいでしょうか。 

 まずヤフー様、いかがでしょうか。 

【畠山氏  ヤフーでございます。先ほど申し上げた部分と少し重なってしまうところか

なと思いますが、そうした問題については認識しておりますし、今後適切に対応をしてい

くべきところかなと思っています。 

 すみません。申し上げることが少なくて恐縮です。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

 次に、フェイスブック様、お願いできますでしょうか。 

【小堀氏】  ありがとうございます。このケースは、我々だと、インスタグラムが良い

例かなと思います。お手元の資料の⑫番に、どういう対策を打っているかという御説明を

している中に、例えば複数の、関わりたくない相手を一度に管理できたりするだとか、あ

と、先ほど中溝課長からもお話がありましたように、いじめコメントなどを特定して、事

前通知し、投稿前に再考を促すような機能を入れております。 

 また、冒頭ＳＭＡＪの江口専務理事からもお話があったように、ブロックだとかミュー

ト機能という、それぞれのプロバイダの方々がそれぞれ持っていらっしゃると思いますの
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で、そういった機能を活用しながら行っているという理解でおりますが、いかがでしょう

か。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

 それでは、次に、ＬＩＮＥ様、お願いできますでしょうか。 

【兼保氏】  ＬＩＮＥの兼保です。先ほどもＤＭみたいな形の被害者がという話のとこ

ろでも御説明いたしましたけれど、弊社でもやはりブロックの機能、それから、ミュート

に近いんですけれど、ルームから抜けるというような機能がございます。オープンスペー

スのところに関しては、投稿自身を消すとかそういったこともできると思っております。 

【宍戸座長】  それでは、最後に、ツイッター様、お願いいたします。 

【服部氏】  ブロックですとかミュートについては、弊社も同じような機能を持ってお

りますので、そうした機能を御活用いただくことがまずは解決策の一つかなと思っており

ます。 

 それから２点目の、多分これは違反報告についての御質問かと思いますけれども、件数

が判断に関係するのかということだったと思いますけれども、件数は、判断には影響いた

しません、１件でもルール違反が明確であれば、我々のほうは対処いたしますし、何万件

報告をいただいても、違反がなければ、それは何もしないということになっております。 

【宍戸座長】  宮内構成員、よろしいですか。 

【宮内構成員】  コメントとしまして、ミュートとかブロックは、確かに有効な方法だ

と思いますけれども、自分がミュートなだけで、みんなにはそれが見えているんだとなる

と、やはり被害者としては収まらない面というのが結構あるかと思いますので、もう少し

ほかの方法も考えていかなきゃいけない。特に被害者の救済という意味では、考えていか

なきゃいけない点があるのかなと考えております。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

 ほかに御質問、御意見は。木村構成員、お願いします。 

【木村構成員】  木村です。先ほどの宮内構成員の質問と少し重なるかもしれないので

すけれども、利用者が加害者にならないようにといつも私は願っているのですが、今回、

誹謗中傷のきっかけになった事件がありましたけれども、そのときに、印象に残ったのが、

そういう投稿をした方の中で、「いや、駄目だと知らなかった。」「これ、実際に罪にな

るの？」「知らなかったわ」という方が結構いらっしゃったという報道があって、私は、

これはすごく問題だと思っていまして、こういう悪意がない、本人にとってですよ、悪意
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がないのかもしれないけれども、批判投稿するというのは、やはり投稿数も大変多いです

し、知らない間に利用者が加害者になってしまうというところが問題なんじゃないかと思

って、やはりその辺りは、どうしていけばいいのか。 

 消費者教育が必要なのか、啓発が必要なのか、事業者さんの対策が必要なのかは検討し

なければならないのですけれども、１点思うのは、ヒアリングをお伺いしていて、どの事

業者さんも、「対策をしています。」「ブロックもできます。」それから、サイトにもい

ろいろ書いてあるのですけれども、利用者がどのようなことを書けば駄目なのかというこ

とを具体的に書いてあるのかという点に疑問がありまして、やはり利用者にとってみたら、

利用規約にいっぱい書いてあっても読み切れないですし、具体的にどういう事例があるの

かということをやはり利用者が分からないと、なかなかそういったことを防げないのでは

ないのかなというのが１点目です。 

 ２点目ですけれども、誹謗中傷ホットライン、相談窓口があるということで、大変いい

試みだと思ってはいるのですが、ただ、これを読んでみますと、被害者本人からの相談の

みということで、これは例えば就学中の方は保護者でもいいということですけれども、１

８歳以上で社会人の方ですとか、被害に遭ってしまって、ちょっと精神的に弱ってしまっ

ている場合も、本人からではないと原則は駄目なのかというのが分からなくて、被害者本

人というのは、本当に気持ちが弱ってしまっていて、被害にあってしまったというときに、

なかなか相談するという発想に至らない場合も多いので、そういった場合にどうしたらい

いのかなというのを。今すぐ御回答はないと思うのですけれども、そういったこともある

ということで、相談窓口の対応の検討というのをしていただきたいと思いました。 

 以上です。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。１点目は御意見で、２点目も御意見ですが、こ

の２点目について、セーファーインターネット協会の吉田様からコメントございますか。 

【吉田氏】  吉田でございます。２点目はまさに、原則、御本人様という形で御案内し

ておりますが、あくまでも原則でございますので、可能な限りにはなりますけれども、そ

ういった事情のある方がいらっしゃった場合は、一律切るのではなくて、御事情を伺った

上で、保護者の皆様ですとか関係者の方のお話も聞こうかなと思っております。 

 以上です。 

【木村構成員】  ありがとうございます。ただ、そういった記載がどこかにないと、相

談しようとする方は、「ああ、これ、駄目なのね」とか、周りの方も、「ああ、ここに相
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談しては乗ってもらえないのね」という誤解を招きかねないので、何かそういった文言が

あるといいと思いました。よろしくお願いします。 

【吉田氏】  貴重な意見、ありがとうございます。ちょっと工夫させていただければと

思います。ありがとうございます。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

 次に、新保座長代理、お願いいたします。 

【新保座長代理】  新保です。私からは４つ、意見を述べさせていただきたいと思いま

す。１つ目は、対応の方向性、２つ目は、ＡＩへの期待と留意事項、３つ目は、言語の問

題、４つ目は、環境整備の方向性ということで意見を述べたいと思います。 

 １つ目の対応の方向性については、今回こういう形で、誹謗中傷の問題については、実

際に大きな問題になっていることがあることと、あとやはり、与野党問わず、政治家の方

からのかなり積極的な、こういった取組の必要性、提言なども含めて、この対応が求めら

れているというところがある一方で、権利侵害情報への削除要求の対応に当たっての法的

枠組みということについては、これはかなり長年の議論があるわけでありますし、さらに、

プロバイダ責任制限法をはじめとする現行の法的な枠組みで対応を行ってきていると。 

 ですから、この点については、新たに何かもうひとつ一歩踏み込んで、新たな法的な枠

組みにおける対応を求めるということはかなり難しいのではないかと。同時に、有害情報

についても、法的根拠に基づく対応の困難性はこれも長年にわたる努力と、今までの経験

というものがあるかと思いますので、この点についての方向について、新たに今回の検討

で大きく枠組みを変えることは難しいのではないかというのが意見であります。 

 ２つ目が、ＡＩへの期待と留意事項ということについて、ＡＩはこういった大量の情報

を処理することについては人間の比ではありませんので、この点についてはＡＩを用いた

情報への削除の対応というものが非常に期待されると。とりわけ、従来から単なる機械的

な学習によって、特定の要望をピックアップして、特定の要望のみを削除するという対応

から、ＡＩの場合には、例えばそれに関連するような、悪意ある、自動的な削除を回避す

る要望などを抽出して、その要望も含めて削除することができるという観点からすると、

非常に期待が高いと思われます。 

 一方で、森先生からも御意見があったように、誤爆の問題について、今後大きく２つ、

透明性の確保と最終的な判断の自動化防止ということについて、検討を行っておく必要が

あるのではないかと。透明性の確保については、人間による判断であっても、規約上、ど
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こまでアカウントが停止、また、ロックされるのかと言ったようなことも含めて、従来か

ら様々な疑義がある。これはどうしても致し方がない部分であるというところが、本日の

事業者の方からのヒアリングからもこの点がなかなか難しいというところでありますけれ

ども、やはり人間による判断でも透明性の確保にはかなりこういった疑義が生じている面

がありますので、例えばＥＵはＧＤＰＲで定めているようなデータ処理についての自動化

について、最終的な判断について、全て自動化されるということについては、これはやは

り、かなり懸念が示されている点でありますから、ここはやはり最終的な判断の自動化の

防止ということについて、ＡＩの期待と留意事項とともに、この点について……。 

 ３つ目は現場の問題で、今回、日本国内における検討なので、当然日本語でということ

ですけれども、やはり日本語以外の言語で行われている権利侵害情報に該当する書き込み

については、いくら対応しても、それはなかなか対応、検討ができないというところがあ

るかと思います。 

 とりわけ日本語での誹謗中傷に積極的な人は、英語での誹謗中傷には完全無対応という、

そういう、非常に海外から、特に英語でなされている日本に対する誹謗中傷には、残念な

がら、日本の対応としては何も対応できていないといったような対応もございますので、

この点については、あくまで日本語で行われている、こういった書き込みについて対応で

きる部分があっても、逆に英語でなされている、また、それ以外の、英語以外の言語でな

されている日本の国内向けに対応可能、誹謗中傷には全くこれは対応できていないのでは

ないかと。これは今回も全くその点は入っていないかと思いますけれども、やはり日本語

以外の言語による誹謗中傷対応というものはどうすべきなのか。または、全く完全にお手

上げなのかといったような問題があるかと思います。 

 最後４番目は、本日の資料で、国による環境整備ということについて、プラットフォー

ム事業者における誹謗中傷に関して様々な取組が行われる、円滑に行われるように支援す

る環境整備というものが今後どのように行うのかというのが重要になってくるかと思うん

ですけれども、この点について、環境整備の内容が何かということについては、プラット

フォーム事業者側からすると、ある意味で戦々恐々としている部分ではないかと。どのよ

うな形で、この環境整備というものについて、何か特定の負担があるのか、また、どのよ

うな取組が求められるのかということ、その点について非常に関心が高いのであろうと。 

 一方、誹謗中傷をめぐるこういった問題について、やはりネットを利用する多くの人の

側からすると、そういった環境整備がなされることへの期待が当然あるわけですけれども、
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この点、特に何も記載がございませんので、環境整備の内容が何かということについて、

やはり具体的にどのようなことが考えられるのかということについて、これは完全に意見

というよりも質問にかなり近いですけれども、ここが非常に関心がある部分かなと思いま

した。 

 以上であります。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。今、新保座長代理がおっしゃっていただいた一

番最後の、国における環境整備については、各論的に、７ページから８－（１）、（２）、

（３）と、ひとまず３点が書いてあると思いますが、事務局から補足はございますでしょ

うか。 

【中溝消費者行政第二課長】  事務局、中溝でございます。今御指摘の８の冒頭、６ペ

ージ目のところから、一般論的に、国による環境整備を行うことは適当であると考えられ

るが、どうかというふうに書いてございますが、（１）（２）（３）の、今、新保先生か

らございました７から８ページにかけてのところで、私どもとして、今現在、具体的にこ

ういうことを環境整備としてやることが適当というイメージを持っているわけではなくて、

方向性として、こういう方向で考えられるのではないかということをひとまずまとめたも

のがこの紙でございますので、むしろこの紙をベースに、この場で有識者の委員の皆様方

から御意見をいただきたいというようなものでございまして、現時点で何か具体的にこう

いうことを考えているとか、こういうことがあるべきだということを持っているわけでは

ございません。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

 まず森先生、お願いいたします。 

【森構成員】  ありがとうございます。では、私が生貝先生の前座ということで、３点、

お話をさせていただきますが、今、新保先生のお話と中溝課長の御説明でありました具体

的な取組のところで、私もそんな大して追加できないんですけど、７ページ、８ページの

ところですが、まず８の（１）ですね。冒頭にも御紹介のあったフランスの法律、削除に

関する義務づけをプラットフォームに対してするということですけれども、これは極めて

慎重な判断を要する。全く大賛成でして、あのように、施行前に違憲判断を出されてしま

っているわけですので、こういうことにはもちろん極めて慎重な判断を要するということ

だろうと思います。 

 どこまで関与していくかということで、８－（２）の透明性・アカウンタビリティ確保
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からの関与ということがありまして、８ページですけれども、８－（２）の最後ですね。

透明性・アカウンタビリティに関する法的枠組の導入の検討など、行政からの一定の関与

も視野に入れるということで、透明性とアカウンタビリティに関してはそういう、行政か

ら関与する法的なものでもいいんじゃないかという御提案ですが、私は、これには賛成で

す。やはりプラットフォームの役割として、先ほどから、誤爆の話とか出ていますけれど

も、やはりその表現の自由を支えていると、その基盤になっている面はあると思いますの

で、この限度で、法的関与するということは可能ではないかと思っていますので、これに

は賛成です。 

 あと、単なる賛成以外の意見が3点あります。９の相談対応のところで、これは末尾で

すけれども、９ページですけれども、周知広報に力を入れる。更なる体制強化を図るとい

うことがありますけれども、これも全く、そのようにしていただくべきでして、これにつ

いてはいろんなツールが考えられると思いますけれども、冒頭の事務局の御説明で紹介し

ていただきました連絡協議会みたいなものですね。ああいうものを拡大して、相談センタ

ーですとか、新たにお作りになった団体等にも入っていただいて意見交換する、情報交換

するということがあるのかなと思いました。これが１点目です。 

 すみません。３点ありまして、前座なのに長くて申し訳ないんですけれども、２点目は

資料の２ページ、５のところ。プラットフォーム事業者の役割の重要性ということで、こ

れも全く大賛成でございまして、どうしてもプラットフォーム事業者による積極的な取組

が求められるということですね。そして、プラットフォーム事業者の透明性・アカウンタ

ビリティの確保が一層求められるということかと思います。 

 先ほどヒアリングのところで、皆様に御説明いただきましたところで、ヒアリング項目

の中に、日本でどういう対応をしているのかというところがありました。一般ユーザから

の申告、削除要請に対する部署チームの規模等、ああいったこともなかなかお答えになり

にくいという事情はあるのかもしれませんけれども、印象としては、日本向けに、この１

国１言語の日本に対して、どのぐらいリソースを投入していただいているのかということ

をひとつ判断するという性質がありますので、答えないということですと、若干印象とし

ては、果たしてやっていただいているんだろうかと不安になるところもありますので、そ

の辺りを明らかにすることをプラットフォーム事業者さんの役割としてお考えいただいた

らいいのではないかと思います。 

 これが２点目です。 
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 ３点目ですが、これはちょっとややこしい話なんですが、１ページの３ですね。権利侵

害情報と権利侵害に至らない誹謗中傷の相違への留意ということなんですけれども、留意

はまさに必要なんですが、問題は、権利侵害に至らない誹謗中傷というものをどう考える

かということです。 

 誹謗中傷の中には、事実を示すような名誉毀損パターンと、事実を示さないものとある

と思いますけれども、事実を示す、その名誉毀損のほうについて言えば、これは違法にな

りやすい。そもそも違法になりやすいものなわけですよね。まず社会的評価の低下が起こ

るような表現であれば、一旦、名誉毀損のカテゴリーに入ってきて、それに対して、公共

性、公益目的、真実または真実相当性で違法阻却されるという形になっていますので、社

会的評価が低下したけれども、違法阻却で復活したものというのは、これは既に、公共性、

公益目的、真実相当性という、ある種の公共性を担って適法なフィールドに復活してきて

いるわけですから、適法ではあるけれども、有害というものをこのカテゴリーで考えるこ

とができるのか。考えられるとして、それはどんなものなのかということは注意する必要

があると思います。 

 ４ページを御覧いただきますと、ここに、今回の事件でも問題になりましたような、最

初のポツですね。「一方で」というところからですけれども、「一件一件の書き込みは必

ずしも権利侵害とは言えないことから、法的にこんな根拠に基づく対応を求めることは困

難と考えられるものの、書き込まれた被害者にとっては大量の誹謗中傷の書き込みは大き

な精神的苦痛になることも想定される」ということなんですけれども、こちらの、この事

実を示さない、名誉感情侵害と言われるようなパターンについては、これは違法かどうか

ということは総合的に判断されます。先ほどみたいに、必ずしも社会的評価と違法性阻却

事由という組合せではなくて、総合的に判断されるときに、被害者の方が耐えられないよ

うな大量の投稿というものがありますと、これは大量の投稿であることによって違法にな

るということも考えられますので、必ずしも、違法じゃないけど、有害なものに対応して

いるという仕切りではなくて、むしろ、そういったものが大量に投稿されると違法になる

のであって、当然対応されるべきであるという考え方もあるのではないかと思いますので、

その点を申し上げておこうと思います。 

 以上です。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。森先生のおっしゃる３つ目の論点は民事、刑事

の責任論をどう構築するかということに関わる問題でもあるように思いますけれども、こ
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の場で御議論いただければと思います。 

 いろいろ御意見あると思いますが、順番に、まず生貝構成員、その後、曽我部先生、そ

の順にお願いしたいと思います。 

【生貝構成員】  ありがとうございます。 

 まず全体として、事務局様のお出しいただいた方向性について、賛同でございます。し

かし、その上で３点程、論点として、１つは特に５ページの透明性・アカウンタビリティ

というところに、モデレーションの概念というものをもう少し強調あるいは深掘りしてよ

いのではないか。 

 といいますのも、アルゴリズムを使って削除するだけではなく、ページを上に見せる、

目立たせる、レコメンデーションする、あるいは下に落とすといったようなことが非常に

重要であり、今回の質問からは必ずしも、そういった取組をやられているのか否かを含め

て見えないところもあったかなと感じています。 

 ２点目として、今回、ＳＮＳ以外の問題、例えば、まさに「忘れられる権利」のときに

議論になった検索エンジンなどの論点というものも、果たして完全に含まない形でよいの

かといったようなことでございます。やはりインターネットの入り口として、これは非常

に重要な役割を持たれている。 

 ３つ目として、いわゆるデータアクセスの議論でございます。やはりウェブ上でどうい

う情報が流通しているのかということについて、独立した第三者あるいは研究者といった

ようなものが信頼できるデータにアクセスして、分析して、そして、状況を明らかにする

ことができる。このことの重要性というのは、検討会の昨年の段階でも少し議論されたと

ころであり、国際的にも、公益のためのデータアクセスということが重視されているとこ

ろでございますので、少し論点としては視野に入れてもよいかと感じました。 

 以上でございます。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

 次に、曽我部先生、お願いします。 

【曽我部教授】  構成員でないのに何度も申し訳ありません。２点あるんですけれども、

１つは、全体として、この御提案については特に異存はございませんで、１点、７ページ

の一番下の辺り、８－（２）の下から２ポツ目ですかね。透明性・アカウンタビリティ確

保、「前述のとおり」というところなんですけれども、状況把握に関して、ヒアリングシ

ートの提出を求めること等により、この研究会の場を通じて、随時適切に把握することは
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適当であると考えられるが、どうかという部分につきまして、ここですと、事業者の方々

からのヒアリングシートの提出というのが情報収集の方法として想定されていると思うん

ですけれども、先ほどの誤爆の話からも分かるように、事業者の認識とユーザの認識とい

うのはしばしばずれることがございます。 

 そういうことも踏まえますと、状況把握の際に何らかのユーザの声を情報収集されると

いうことにも何らかの意義があるのかなと感じましたというのが、この（案）についての

意見です。もう１点、先ほど森先生からの御指摘などがあった点について、一つ一つを取

ってみると、それほど悪質なようには見えないけれども、多数、同じ人間が何度も繰り返

し絡んでくると問題だということについては、これは森先生の御意見に私も賛同するとこ

ろがございまして、継続的に絡んでくるというものについては、ある種のストーカーでは

ないですけれども、そういう嫌がらせ目的であることがだんだん明らかになってくる場合

もあるかと思います。この辺の判断が微妙な場合はもちろんあるとはいえ、先ほど事業者

の方から、あくまで一つ一つが規約に反しているかどうかを判断するのであるという御回

答がありましたけれども、やはり特定の人間が同一の人間が継続的に関係してくるという

場合については、別途判断する余地もあるのではないかと感じました。 

 以上です。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

 それでは、手塚構成員。 

【手塚構成員】  どうもありがとうございます。全体的には私もこの内容で賛成でござ

いまして、あと幾つか御指摘させていただきたいのは、まず一つは、テクノロジー的な側

面と、人とのリテラシー的なそういう側面とを分けて見ていくと、テクノロジー的なとこ

ろでは、ＡＩというのが先ほどから出てきていて、これを今後どういうふうに膨大な情報

量に対して活用していくかという点で、この分野でどういうふうに扱うかということ。そ

の中で、共通的なところはやはり皆で共有し合っていくという、そういうアプローチでい

けないかというようなことですね。それはいろいろな面があると思います。どういうワー

ドを検索するかとか、それはテクノロジーとの関係であるかと思います。 

 プラス、単にＡＩだけでなく、クローリングの考え方ですね。やはりこれは自動化の世

界ですから、人がみんな見るようなのは、これはもう到底できない。そうすると、クロー

ルのような世界をこの中でどうやって活用していくかという、こういう側面。ですから、

テクノロジーの面としては、そういうところを今後どういうふうに強化していくのかとい
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うことはひとつ考えられるかなと思っています。 

 それと、リテラシーの点で言えば、産学官でこれをやっていくということで、どういう

レベルからやるかということも含めて、これは大きな教育的な部分もあると思うので、考

える必要があるのかなということです。 

 それとあと、削除したものについては、これを検証するというのも非常に重要なことに

なると思うので、必ず検証のメカニズムは入れておいたほうがいいのかなと。こういう中

で、全体として、社会としてのメカニズムをこの分野で分かりやすく示していくというこ

とが、今後、健全に発展していくという意味では重要かなと捉えています。 

 以上です。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

 それでは、松村先生、お願いします。 

【松村構成員】  ずっと繰り返し話題になっている４ページの大量の誹謗中傷のところ、

私は先ほどの御発言を聞いていて、誤解していたのではないかと心配になったので確認さ

せてください。 

 これは、対応というのは、１人の誹謗中傷者が大量に送ってくるというのが問題で、そ

れが一件一件なら問題ないと、そういうことを指しているのでしょうか。私はもちろんそ

れも指していると思ったんですけど、多くの人が一つの件に関して物すごくたくさん送っ

てきたケース。それだと問題になると、そちらも含んでいる、というより主にそちらを念

頭に置いていると思っていました。 

 したがって、これは連続で、ストーカーのようなことをするというのに対して対応する

というのは当然のことだと思いますが、私は後者のほうだって問題なのだから、ここはも

し入っていなければ入れるべきだし、きっと入っているのだと思います。 

 その上で、先ほど事業者の方からも意見があり、私はもっともだと思ったのですけど、

大量だったら問題だけど、一件一件だったら問題ではないと、その整理の仕方がおかしい

のではないか。それが大量に集まったとしたら大きな問題になるようなものは、一件一件

の段階から問題だと私は思っています。 

 ただ、それは、そういうものは山のようにあるわけですから、一つ一つ対応する重要性

ということから見ると大量に送られるものと一件一件では対策の優先度に大きな差がある

と思うのですけれど、やはりそれはそういうもの、一件一件の段階から、何らかの対応が

必要だと考えます。その上で、その点では既に事業者の方がかなりの程度対応してくださ
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っていると思っているんですけれど、投稿する前の段階でいろんな警告を出すようなこと

は、まさにそういうものに対応するということだと思うのですが、私は、これは一件一件

は必ずしも、という整理が本当に正しいか疑問に思っています。 

 次に、７ページのところで、プラットフォーム事業者に対する過料というような議論が

出てきて、それで、それに対して消極的という整理になっていると思います。もっともな

整理だと思いますので、これは賛成です。プラットフォーム事業者に過料を科すという、

そういうような段階に至るより前に、これはそもそもそういうことを発信する人が悪いに

決まっているわけなので、本来なら、被害者がそういう人たちに対して速やかに損害賠償

が請求できるとか、そういうようなことで問題ある行為をするハードルを上げることのほ

うが先だと思います。 

 もちろんそれはこの文脈ではなくて、民法の大原則の話なので、ここで議論するのは難

しいというのは十分分かりますが、その賠償のハードルが高過ぎないか、それから、賠償

額が低過ぎないかとか、そういうような類いのことも、本当は先に考えなきゃいけないの

ではないかと思いました。 

 次に、インターネットは匿名で発信できるということが繰り返し書かれていて、それは

まさにそういう特性を持っているのは間違いないんですけれど、インターネット上では、

顕名で発言してはいけないということは決してないわけで、このときに、レベルとして少

し考える必要がある。匿名だったら問題だけど、顕名だったら問題でない。匿名だろうと、

顕名だろうと問題。匿名だろうと顕名だろうと問題でないというレベルがあり得ると思い

ます。そのような点も今後何らかの形で議論が進むべきだと思います。 

 それから、もう既にこれは複数の委員から御指摘になったことですが、事業者の方から

ブロックとかミュートだといういろんな機能について御説明をいただき、この対策はもっ

ともなことなので、高く評価すべきだと思うのですが、しかし、この問題になった事例は、

被害者はブロックやミュートの機能を知らなかったからああいう悲劇的な結果になった、

教育されていれば、悲劇的なことにならなかったのかというと、そうじゃないと思います。

ということは、これだけでは駄目だということは、既に明らかだと思いますので、事業者

の方も、これがあるからいいという整理には決してならないようにお願いします。 

 それから、これは恐らくほかの委員と大きく意見が違って、私一人だけ特異値だと思い

ますが、ずっと繰り返しオーバーキル、誤爆の議論が出てきています。しかし、もしオー

バーキルが１件もないようなルールだったとすれば、それは明らかにアンダーキルのほう
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に偏っているルールだということ。合理的なルールが定められれば、一定数のオーバーキ

ルは不可避。もちろんそれに対してちゃんと異議申立ての機会は設けるべきとの意見には

異論はないのですが、でも、実際にもう既にこの機会は設けられているわけですよね。 

 このオーバーキルのことを繰り返しいろんな形で、事業者に対して批判的なことを言い

過ぎると、運用がアンダーキルのほうに偏らないかを私は懸念しています。もちろん誤爆

が重要な問題だということは認識していますが、これを事業者に対して強く言い過ぎるこ

とが本当にいいかどうかは、私自身は確信を持っておりません。 

 以上です。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

 それでは、寺田さん、お願いします。 

【寺田構成員】  寺田です。基本的な対応の方法とか方向性に関しては、特に異論はご

ざいません。個別個別はしっかりと見ていかなければいけないところがあると思うんです

が、ただ、気になっているところが、こういった技術的対応とか、人海戦術的な対応とい

うのは、今日いらっしゃっている大手の皆さんは多分対応できますが、中小であったり、

また、新しく生まれてくるところというのは、当然こういう情報も行っていないというも

のも含めて対応は相当難しいだろうと。非常に高度なものになってきているということで、

そういったものに対して、だからといって、あそこはやらなくていいというわけにはいか

ないですから、問題が起こるということで、被害が起きるということでは一緒ですので、

そういったものに対してどう対応するのかということも検討する必要があるんじゃないか

なと。例えばツール開発とか、提供するとか、問合せの対応の部分というのが第三者的に

複数の企業に対してできるようなそんな仕組みであったり、そういったものも検討の中に

必要なんじゃないかなというのが意見の一つです。 

 それから、先ほどから、最終的には、本来はプラットフォームの問題ではなくて、加害

者であったり、そういったほうの問題であるという部分に関してなんですが、ここは幾つ

かちゃんと調べる必要があるんだろうなと思っています。何でそういうことが起こるのか

という部分で、もちろん悪意があってという、ごく一部のラウドマイノリティーみたいな

方がいらっしゃって、これに対してどう対応するのかというのと同時に、そういうつもり

はないんだけど、誰か一言言ったその瞬間に、そこに集中して集まってきてという、最初

の一歩の火の手という、こういった部分を、それでスタートするような構造というのも存

在すると。幾つかこれは類型化できると。 
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 実は私は昔、そういうサイト系をやっていたので、幾つかそういう構造の類型であると

か、それから、やっていいかどうかは別にして、最終的にはブラックリストのようなもの

にたどり着いてしまう。それは、本来やるべきことではないとは思いますけれども、そこ

まで行かなければなかなかきれいにならないというのは、どこか構造的に問題があるんだ

ろうと思っていますので、そこをちゃんと明らかにしていくというのも必要だろうと思っ

ています。 

 ３点目、最後になるんですが、ここのお話をずっと進めていくと、対応することが全て

同じになって、違法なものとかそういったものを出せる判断基準とかこういったものも全

て一緒になっていってしまうというのは、極端な言い方をすると、みんなでそろって一生

懸命、ビッグブラザーを作っていくような構造になっちゃうとちょっとまずいなと。多様

性であったりとかそういったものも考えないといけないんですが、そうすると、ベーシッ

クで基本的に考えるべきことは何？ その上、それぞれが独自の判断とか独自の考え方を

許せる範囲はどこ？ というような、そういった線引き的な部分というのも考えていく必

要があるんじゃないかなとは思いました。 

 以上、意見になります。 

【宍戸座長】  ありがとうございました。 

 崎村さん、時間がないので手短にお願いいたします。 

【崎村構成員】  簡単に行きます。まず、国による環境整備に関してなんですけど、言

葉による暴力は、違法でも合法でもないと思っていらっしゃる方が多いというのは、木村

構成員から御発言がありましたが、実際そうだと思います。 

 昔は、物理的暴力もオーケーと思っている人たちが多かったんですが、啓発によって、

それはもうなくなってきていると思うので、言葉による暴力も駄目なんだということの啓

発というのは、環境整備の一環として何かできないかなと思います。 

 ２点目、ブロック、ミュートは、もう宮内先生からも指摘がありましたが、解決になら

ないと思います。ある程度、投稿時に抑制があってもよいと。フェイスブックさんはそう

されていたと思います。ただし、そのときに理由を示してほしいんですね。その理由を示

すということは教育的配慮にもなると思いますので、あと、誤爆救済にもなると思います

ので、これは私自身、誤爆されたことがあるので、ぜひそういうことはやっていただきた

いと思います。 

 ３点目、被害を受けると、その人はものすごく萎縮します。ですので、それを届け出る
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ことすらできなくなることが容易に想像されます。物理的な暴力は、目撃した人が通報で

きるわけですね。同様に、言葉による暴力も目撃した人が通報できるような、１１０番的

なものが周知されるとよろしいのではないかと思います。 

 ４点目、まずい投稿というのが明らかになった場合には、そのサンプルの迅速な共有で

すね。共通の団体で共有するのもいいですが、そういったものがあって、それをＡＩの学

習データは各社やっていらっしゃると思うんですけど、そういったところにフィードバッ

クしていくような仕組みが整備されるとよいのではないかと思っておりますので、そうい

ったことも御検討、そういったことがやりやすいような環境整備ということを御検討いた

だければと思います。 

 最後になんですけど、やはりこの手のことは被害者を慮ってやってあげるということを

忘れないようにしないといけないかなと思っております。 

 以上です。 

【宍戸座長】  ありがとうございました。 

 それでは、山口先生、お願いします。 

【山口構成員】  山口でございます。今回、ＳＮＳやＡＩに関しては新しい文脈と言え

ますけれど、ここでの論点は、既に議論が積み重ねられてきたところです。 

まずはじめに、今日のヒアリングでも関係の皆様に御尽力いただき、僣越ですが感謝を

申し上げます。その上で、政策判断の前提となる事実状況が、本日のヒアリング結果でも

必ずしも見えないところがあり、これまでの対応の枠組みの繰り返しで十分かは悩みどこ

ろと思いますので、「資料５」に関して、政府の役割・責務という観点から、以下の３点

を確認させてください。 

 １点目は、原則論です。コロナウイルス対応で危機的状況にある今こそ、政府の役割と

して、まず基本原理の明確な確認が必要であると言えます。すなわち、憲法上の基本原

理・基本的人権を守るということ、なかでも、憲法上の表現の自由や検閲禁止・通信の秘

密は政府を縛るものであること、といった基本的な視点を、最初に打ち出す必要があると

思います。この「誹謗中傷」という用語は曖昧さを含みますから、ここでの議論の対象・

範囲の明確化が求められるとともに、誹謗中傷への対応の方向性を政府が主体となって議

論するには、表現の自由や名誉・プライバシーなどのいずれも重要な価値とのバランスが

必要になります。 

 そこで、２点目に、議論の文脈を明確化していただければと思います。例えば、今後の



 -46- 

基本的な対応方針をめぐる選択肢として、Ａ）現行法（憲法を含めて）の下で違法とされ

る言論の対象範囲を拡大するのか（法改正であれ、政府の解釈の変更であれ）。それとも、

Ｂ）現行法の下で違法な言論とされており政府として当然にその被害に対応すべきだけれ

ども、リソース（例えば時間・人員・予算などの）配分や格差（特にコロナウイルス対応

で顕在化した、より弱い立場の人に不利益が不均衡にかかるという問題状況）との関係で

これまで対応が不十分だったところを手当てするのか。ないしは、Ａ）・Ｂ）両方なのか。

事業者の皆様の方でも、コロナウイルス対応にあたって、リソース配分次第では、組織が

潰れかねないといった状況もあるかと思います。政府の役割・責務についてどのようなス

タンスをとるかをめぐっては、国によっても違いますけれども、やはり厳然たる価値判断

に基づく対応が求められますので、そうした方向性の明確化をお願いできればと存じます。 

 ３点目は具体的な提案として、「資料５」の「総論」「１.」の最初の黒いポツの「イ

ンターネット上の誹謗中傷対策の検討に当たっては」の後に、例えば、＜憲法上の基本原

理の下での現行法の適正な執行の確保＞などの文言を入れて、萎縮効果などが生じないよ

うに、まずは基本原則を確認する文言が入ればと思います。この文案についてもう少し補

足して２点を申し上げますと、そうした現行法の適正な執行においては、１）違法性の判

断基準の明確化、そして、２）適正な執行のためのリソース（時間・人員・予算等。特に

被害の迅速な救済へのアクセスの格差是正のため）の優先配分、といったことが重要にな

ると思います。 

 ある意味では、日本の現行制度の下では、特に刑事の名誉毀損をめぐってインターネッ

ト上の個人利用者の表現行為に適用される判断基準等を踏まえますと、被害への対応ない

しは守るべき法益への対応の＜制度的なメニューそれ自体＞としては、比較法的に見ても、

憲法上の議論があるほどまでに、選択の幅は広いと言うこともできます。 

 そもそも現行法の下で何が違法とされて速やかな対応を要するとされるのかといった実

定法上の判断基準を示すことは、事業者よりもまずは政府の役割・責務であるはずです。

既に皆様からご指摘されているとおり、例えば名誉毀損に関するグレーゾーンの事案につ

いては、森先生が詳しく御紹介されましたように、違法性阻却・免責事由をめぐっては個

別事案における一つ一つの判断に、かなりの時間・人員等のリソースがかかると言えます。

法務省・裁判所等の政府機関間での連携を今よりももう一段進めていただきながら、どこ

がリーダーシップをとってリソースをどのように配分するのか、また、訴訟制度全般にか

かわる論点も含めてこれまでの根強い構造的な問題状況をいかに解決するか、といった難
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しい課題に対して、特に危機的状況にある今だからこそ、政府が主体となって進めるべき

対応措置があると思います。 

この「資料５」にありますように、例えばユーザに対して啓発をするにしても、また、

民間事業者に対して、恣意的であってＡＩ・アルゴリズムを用いたブラックボックスでの

私的検閲であるなどと言われないような自主的な対応措置を促すにしても、日本の現行法

の下で対応すべき違法性の判断基準の明確化をまずは政府の責務として行うことが不可欠

と言えます。 

例えば、海外に拠点を持つ事業者にとっても、その国でビジネスをする上では、国内法

の下で違法な言論への対応は、経営判断として、ユーザや広告主の信頼を得るためにも必

要です。現行の日本法における違法性の判断基準が明確化されれば、また、日本市場では

日本語でのより一層分かりやすい対応措置が国内法で求められているとなれば、組織内で

の優先的リソース配分も容易になるかと思います。 

日本の訴訟制度全般にもかかわる構造的な課題はなかなかすぐには解決ができませんけ

ども、従来の枠組みの下でリスクをとらずに現状を維持していても、おそらく今後はコロ

ナウイルス対応でこれまで以上にデジタル化が急に進み、アルゴリズムの利用も更に進ん

で、政策判断の前提となる事実状況を全体的に見渡すことが難しくなることも予想されま

す。そうした不確実性の中で、いかなる措置をとるかをめぐっては、各国政府が今まさし

く対応を迫られており、学者も知恵を絞っていますので、釈迦に説法になりましたけれど

も、「資料５」の具体的な文言の修正も含めて、改めて御検討をお願いできればと思いま

す。 

 以上です。 

【宍戸座長】  ありがとうございました。 

 すみません、私の進行が悪くて、時間を１０分近く超過しておりますが、私のほうでま

とめさせていただきたいと思います。 

 構成員の皆様、また、オブザーバの皆様から非常に貴重な御指摘をいただきました。お

おむね６点ぐらい、現在の資料５について修正といいますか、書き込んだほうがよさそう

なところがあるところです。 

 １点目は、１ページの検討に当たっての基本的な視点におきまして、日本の現在の法秩

序の下で、あるいは憲法の基本原理を踏まえた形での検討が求められるということでござ

います。これについて、表現の自由の確保と一応書いてございますけれども、少しここは
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書きぶりは検討させていただきたいと思います。これが１点目でございます。 

 ２点目は、２ページの４、総合的な対策の必要性でございますけれども、ここにおいて

は、今日、御指摘を受けた中で大きく２つあったと思います。 

 １つは、やはり政府自身の取組ということで、この問題が、後で申し上げることにも関

わりますが、インターネット上の空間における現在の誹謗中傷の問題について、一定のリ

ソースを配分するということも含めて、真剣に対応する、日本社会として真剣に取り組む

ということを、社会の構成員または海外事業者の方も含めてしっかり発信することが求め

られるということが１つ。もう１つは、そうした中で、今のペーパーでは必ずしもクロー

ズアップされていませんけれども、事業者団体による取組として、様々な情報や知見やノ

ウハウ、テクニックの共有に少し触れたほうがいいのかなというのが、大きな２点目でご

ざいます。 

 それから３点目は、２ページのところでございますけれども、崎村さんもおっしゃられ

たことですけど、基本的には個人を個人としてお互いが尊重する社会をネットワーク空間

でも作っていくんだ。だから、言葉によって、相手の考えや意見、あるいは行動を批判す

るということがあっても、相手の人格まで誹謗中傷するということは、基本的に、我々の

社会の中で許されないことなんだ。そのことを基本的に誹謗中傷対策の核に据えて、メッ

セージやリテラシー教育も、そこに力点を置いてくべきだということではないかというこ

とでございます。 

 それから、４点目は、３ページの７－（１）でございますけれども、これは先ほど生貝

構成員から御指摘ありましたように、書き込みの削除や非表示というだけでなく、アカウ

ントの停止以外のほかの方法もあるのではないか、モデレーションもあるのではないかと

いうこと。それから、前半でいろいろ御指摘ありましたけれども、例えば削除要請等を利

用しやすくする、分かりやすいツールの提供をいただくことも含めてということを少しこ

こで書いたほうがいいということでございます。 

 それから、一番大きいのは、４ページの権利侵害に至らない誹謗中傷の書き込みをめぐ

ってはいろいろな議論がございました。これが難しいのは、私の見るところでは、いわゆ

る侮辱ないし名誉感情の侵害については、一般の名誉毀損のように、一個一個、単体で、

違法、合法を判断するための枠組みが法律上も明確でなく、社会生活上の受忍限度を超え

るような誹謗中傷に至った場合にアウトとなる、こういった考え方が基本的に判例上も学

説上も取られているところでございます。そのことから、先ほど来御指摘をいただいた、
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１人の人間が継続的に罵詈雑言を送りつけるといったような問題はどうなんだ、あるいは、

不特定多数の人が一斉に相互の意思連絡もないままに、１人の人に対して攻撃をしかける

といった場合に、これを社会生活上の受忍限度を超えたというところでひっかけられない

か。そういった違法性の判断基準自体も含めて、本来、議論の整理が必要なところでござ

います。 

 ただ、これはこの検討会だけで議論できるものでもないので、まさにここについて議論

を深めていく必要があるということについて、この検討会として、発信する必要があるの

ではないか。まず、そこからではないかと思っております。 

 最後、これは７ページでございますけれども、曽我部先生から御指摘ありましたように、

８－（２）において、政府が把握するというときに、この研究会の場で事業者の方からヒ

アリングするだけではなく、利用者、とりわけ被害者の方からの情報をどうやって受ける

かについても、しっかり整理したほうがいいかと思ったところです。 

 すみません、時間を超過しておりますが、インターネット上の誹謗中傷への対応は、今

日御議論いただきましたように大変難しい問題であるものの、同時に、スピード感を持っ

て対応の方向性をまとめていく必要があると私としては考えております。つきましては、

ただいま事務局から御説明いただき、皆様から御議論いただきました「インターネット上

の誹謗中傷への対応の在り方について（案）」を、今、私が申し上げた方向で修正させて

いただき、そして、それを意見募集にかけさせていただき、広く国民、利用者の皆様から

御意見をいただいた上で、その結果も踏まえて、この検討会の場で議論させていただくと

いうことにさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【宍戸座長】  ありがとうございます。本日、いろいろ御意見いただいております。そ

れについて大まかな方向性、先ほど私がジャストアイデアでお示ししましたけれども、そ

の具体的な修正や方法というのは事務局とも相談の上、私に御一任いただきたいと思いま

すが、よろしゅうございますでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【宍戸座長】  ありがとうございます。それでは、一任をいただきましたので、急いで

事務局において、修文後の（案）について、意見募集の手続を進めていただければ思いま

す。 

 その他、事務局から連絡事項がありましたらお願いいたします。 
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【中川課長補佐】  事務局、中川でございます。ただいま、座長より御説明いただいた

とおり、「インターネット上の誹謗中傷への対策の在り方について（案）」につきまして

は、座長の修正と御相談の上、速やかに準備して、事務局にて意見募集手続を行ってまい

りたいと思っております。 

 また、次回会合につきましては、別途事務局から御連絡させていただきます。 

 事務局からは以上でございます。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。これにて本日の議事は全て終了いたしました。

１５分程、超過して申し訳ありません。 

 以上で、プラットフォームサービスに関する研究会、第１９回会合を終了とさせていた

だきます。本日は、皆様、お忙しい中、御出席いただき、誠にありがとうございました。 

 

以上 


